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第1章現物税の理念的基盤

問題の所在

ネツプ(HeⅡ、HoBaHeIcoHoMH唖eCKaHHoJIIITIIKa、新経済政策）とは、一般には1921

年3月に開かれた第10回ロシア共産党大会［以下断りがなければ、党とはロシア共産党

を指す］において採択された決議『割当徴発から現物税への交替』によって、従来の戦時

共産主義政策から切断されて導入された新路線を指し、これまでに損なわれた労農同盟を

回復し、一定の自由市場を容認し、緩やかに社会主義体制を構築することを目指した政策

であると、解釈されている。当時の食糧人民委員部参与ア・スヴイヂェールスキイが小冊

子『なぜ食糧税が導入されるのか』で、食糧税導入の原因を列挙して、「ソヴェト権力は共

和国の状況の変化に関連して農民との関係を再検討しなければならない」と指摘するよう

に’、その本質を「労農同盟」の再編であると見なすのが通常の説明である。この終期は

スターリン体制の成立に深く関わることから、比較的多くの研究蓄積がある。2しかし、

ネップの開始に関して、すなわち、現物税の導入と自由市場の成立に関する研究は、60年

代半ばにソ連史学雑誌を賑わせた一連のネップ論争以後、欧米の研究を視野に入れたとし

てもほとんど深められていない。3ソ連崩壊から十月革命やレーニンの評価などに様々な

再検討が加えられ新たなロシア革命像が構築されている現在でも、この解釈は基本的な点

で連綿と踏襲されている。4

1960年代に出版されたこのテーマに関する基本文献の一つでアカデミー会員ポリヤコ

ーフは、「1921年に共産党によって実現された偉大なる転換、戦時共産主義から新経済政

策への転換は常に歴史家の関心を引きつけている」と指摘したものの、ネップまたは現物

税導入の問題はすでに終止符が打たれたかのように思える。5この理由をいくつか挙げる

ことができる。まず、溪内謙がその遺作の中で、「革命直後の内戦体制は、既成事実化した

内乱と外国の反革命への支援とにより崩壊の危機に瀕した革命権力が自己防衛のためにと

った窮余の策であった」6と述べているような戦時共産主義政策とは異なり、ネップはソ

連型社会主義の本来的政策であるとの暗黙の了解がある。したがって、7年に及ぶ帝国主

義戦争から内戦という余儀なくされた外因が除去された結果、ネップヘの移行は必然的結

果であるとの通説的解釈が容易に受け入れられている。ソ連晩年のペレストロイカ期に社

会主義のオルタナテイヴを模索する際に、ソ連型社会主義の理念型としてネップが再評価

されたのは自然な流れであった。また、「労農同盟」にネップが基づく限り、レーニンが当

時評価したように、その実施は適正と見なすべきとの判断がある。要するに、レーニンが

構想する「労農同盟」論に基づき、ネップが導入されるのは必然であり適正であるとの解

釈である。7「ネップ神話」はこのような背景で生み出された。

しかしながら、このような解釈はいくつかの問題性を孕んでいる。第一に、上記のネッ

プ評価は戦時共産主義政策と裏表の関係にあり、レーニンが現物税を提唱した第10回党

大会で初めて公式に戦時共産主義政策の誤りを認めたのは偶然ではない。しかしながら、

溪内の指摘にもかかわらず、戦時共産主義政策の根幹をなす食糧独裁による強制的食糧徴

発が制度化されたのは内戦の開始、すなわち、西シベリアにおけるチェコ軍団の反乱以前

であり、戦時共産主義政策とはレーニンの階級理論と共産主義「幻想」というボリシェヴ

ィキ体制の内在的論理から導かれたものであり、決して「窮余の策」ではなかった。8そ

うであるなら、ネップの導入こそがボリシェヴィキ本来の政策方針からの逸脱と考えられ、
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これを「余儀なくさせた」要因が当時存在していたかが問題となる。

第二に、戦時共産主義政策が内戦によって余儀なくされた「窮余の策」とするなら、20

年11月にヴラーンゲリ将軍率いる最後の反革命軍が崩壊し内戦が終了したこの時に、党

指導部内でこの政策の廃止に関する議論がまったく行われなかった理由が説明できない。

そこでの最大の関心事は、播種面積の拡大に向けての措置をめぐる問題であり、これに当

時実施されていた食糧割当徴発が深く関わっていたが、その廃止はまったく問題視されな
かった。

第三に、レーニンの言説の扱い方の問題がある。確かに、力Ij－ニンが25年に党の農

民,政策の10分の9はレーニンに負っていると述べたように、レーニンの構想や意向は党

の政策決定過程に重大な影響を及ぼしていた。9そこで多くの研究者がこのテーマで典拠

とするのは、『レーニン全集』（ロシア語版第5版）であるが、この『全集』から重要な文

書が意図的に削除されていることに注意しなければならない。’0それだけでなく、『全集』

の多くを占めている大会や会議での公式発言に彼のどれだけの真意が表出されているかの

問題もあり、われわれは公文書館資料やその他の政策実行の具体的指令書の中に、レーニ

ンの政策方針を求める必要がある。レーニンの構想は当時の政策実施過程にこそ具体的に

実現されたのだから。

そして、第四に、21年2月4日のモスクワ金属工協議会における報告を除き（これも自

発的にというより、政治危機の収拾のために登壇を余儀なくされた）、レーニンには戦時共

産主義からの政策転換を示唆する発言が3月の党大会までまったく見られないことを、合

理的に説明するのは難しい。それは18年5月に「食糧独裁」が導入された際に、レーニ

ンは全国的な食糧危機を反革命運動と結びつけ、あらゆる機会に訴え続けたのとは対照的

である。

そこでまず、ネップの噴矢をなすと解釈されている、現物税がいかなる構想の下に策定

されたかを検討しなければならない。

現物税を周知させる目的で党大会後間もなく出された小冊子『食糧税について』の中で､

レーニン自身は次のように述べている。「食糧税は極端な窮乏、崩壊、戦争によって余儀な

くされた独特の「戦時共産主義」から適正な社会主義的生産物交換への移行の形態の一つ

である」［強調は引用者］と位置づけられ、「戦時共産主義」は戦争と崩壊によって余儀な

くされたことが、ここでも改めて表明された。’’

通常は、ここで述べられている食糧税とはレーニンが21年2月8日に党中央委政治局

会議で執筆した以下の内容の『予備的草稿』に基づくと考えられている。1．割当徴発から

穀物現物税に交替するという無党派農民の願いを叶える、2．昨年度の割当徴発に比べてこ

の税を縮小する、3農耕者の勤勉に応じての税率を引き下げる、「4．速やかで完全に税が

納付される条件で税を超える農耕民の余剰を彼が利用する自由を拡大する」。’2

研究者は一致してこの文書を、現物税布告の基礎、ネップ原理の最初の表明と評価する
が、果たしてそれは適切であろうか。

この執筆直前の2月2日に開催されたモスクワ拡大金属工協議会で食糧問題が審議され

た際に、この日からモスクワで実施される配給券の縮小への労働者の不満を背景に、ボリ
シェヴィキを弾劾する演説が次々 と行われた。’3これを受け、同協議会は、1.割当徴発に
よって農民から生産物を受け取る現行の形態を合目的的でないとして、2.割当徴発を一定
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の現物税に替える旨の決議を採択した。レーニンは代議員に請われて、協議会最終日の2

月4日に演説し、この窮状からの解決策を次のように提示した。播種キャンペーンを再検

討せよとの声があるが、すべてに播種しなければわれわれは滅亡する、と播種キャンペー

ンの重要性を指摘し、「現在われわれは13県で割当徴発を完全に停止しようとしている」

ことを表明した。’4これが割当徴発の停止に関してボリシェヴィキ指導部から出された最

初の公式な声明である。一見すれば、2月4日に割当徴発の停止が予告され、2月8日に

それに替わる現物税草稿が執筆され、続いて現物税案が党内で審議され、最終的に同決議

が3月中旬の党大会に上程されるとの手続きは、時系列的に妥当に思える。だが、ここで

ほとんどの研究者はレーニンの関心が当面の播種キャンペーンに向けられていたという事

実を看過しており、さらに以下の具体的状況を勘案すれば従来の解釈にはいくつかの疑問

が生ずる。

第一に、割当徴発の停止を公式に表明してからようやくそれに替わる食糧調達方法とし

て現物税を模索するのは、当時のロシア全土で認められる食糧危機と政治危機を視野に入

れるなら、きわめて非現実的である。前年8月にタムボフ県で始まったアントーノフ蜂起、

続いてウクライナのマフノー蜂起が徐々に勢力を拡大し、1月末には西シベリアで勃発し

た農民蜂起が加わり、さらに、両首都の政治情勢も緊迫し、ペトログラーFでは、食糧配

給の増加と防寒用の衣服と靴を要求して3月1日までのストが宣言され、その後市内はス

トとデモで明け暮れるというまったく騒然とした状況が生まれつつあった。’5食糧調達は

まさに焦眉の政治問題でありながら、割当徴発に替わる調達方法がその時点で未決定であ

ることがありうるであろうか。

第二に、実際にはレーニンが草稿を執筆する以前にすでに食糧割当徴発は一連の地域で

停止していた。2月4または5日づけでバシキリア食糧人民委員部、シムビリスク、ウフ

ァー、サマラ、サラトフ、ポクロフスク県食糧委宛てにその停止命令が発せられた。タム

ボフ県食糧コミッサールは、レーニンが政治局会議で上記の現物税草稿を執筆していたそ

の日、2月8日に割当徴発停止に関する命令を受け取った。そして最後に、2月2日の凶

作罹災地方での政治状況に配慮することを食糧人民委員部に委ねる旨の政治局決議を受け、

2月10日に食糧人民委員部は、当時凶作県と認定されていたリャザニ、トウーラ、カルー

ガ、オリョール、ツァーリツイン県に対して、2月15日から8月1日まであらゆる割当徴

発の遂行を免除する命令書を送った。’6これらの命令書の中で、この停止が播種キャンペ

ーンと結びつけられたが、これに替わる現物税にまったく触れなかったのはなぜか。

第三に､割当徴発から現物税への交替の要求はエスエルやメンシェヴィキから提起され、

後にエリ・ベ・カーメネフが上記の金属工協議会を「非プロレタ1jア的」と評したように、

このような要求は党指導部によって無条件に拒否されていた。この種の議論は20年末の

第8回全ロシア・ソヴェト大会で公然と展開された（この大会はボリシェヴィキ独裁下で

反対派諸政党が参加した唯一の大会となった）。大会の席上で食糧人民委員代理エヌ・オシ

ンスキーは彼らの税の要求に応えて、もし食糧税を実施するなら、税完納後の「自由な残

余は生産者の判断にまかされる、すなわち、生産者によって自由に取り引きできる」よう

になるが、「われわれには商品フオンドがないので」、余剰は商品交換ではなく私的商人に

流れ、「いかなる国家調達も増えないであろう。［・……］自由商業のこの扉を開く者は、

わが食糧政策を崩壊へ、わが国民経済を破滅へ導くであろう」と、自由商業を伴う税を断
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固として退けた。’7これは当時のほとんどのボリシェヴィキが持つ共通認識であった。

通常の解釈へのこれら疑問を解くためには、レーニンの現物税構想は2月8日づけ『予

備的草稿』以前に、エスエルやメンシェヴイキとは異なる文脈から導き出されたと考えな

ければならない。この時までにすでに策定され現物税案の基本的構想が、『予備的草稿』で

修正が施され、党大会に提出されたとの仮説によって、上記の疑問を合理的に説明するこ

とができるからである。次の作業は、このレーニンの現物税構想の起源を探ることである。

共産主義「幻想」

内戦期とも戦時共産主義期とも呼ばれるネップに先行する時期は、内外の反革命勢力と

の内戦によって厳しい戦時政策を強いられ、この状況が除去されたことで、本来の政策と

してのネップが実施されたと通常は説明される。内戦は基本的には18年5月下旬に勃発

したチェコ軍団の反乱から始まり、20年11月のヴラーンゲリ軍の壊滅によって終了した。

ポーランド戦線を除き内戦状態は除去され、「戦時」体制を解除する客観的状況が生じたと

しても、実際には「共産主義」体制は放棄されることなく、逆にこれ以後、平和的建設の

中で戦時共産主義構想は絶頂を迎えるのである。モスクワ県党協議会に登壇したレーニン

が国民経済の復興と共産主義について語り、「共産主義とはソヴェト権力プラス全国の電化

である」との有名なテーゼを示したのは、ヴラーンゲリ軍が崩壊した直後の11月21日の

ことであった。’8こうした事実ｶ示しているのは、戦争状態からの解放は、「余儀なくさ

れた」戦時共産主義政策を停止するための要因ではなく、共産主義政策を実現するための

阻碍要因が除去されたとの認識である。内戦終了直後の昂揚した気分とともに、この時期

にボリシェヴィキの「共産主義」幻想はそのピークを迎えようとしていた。

18年夏に左翼工スエルが中央政権から離脱した後に特に農業・農民政策の分野で、実状

を何ら反映しない荒唐無稽ともいうべき「共産主義政策」が次々と打ち出された。まず、

「農村における階級闘争」を遂行しようと18年6月の布告によって組織された貧農委員

会がある。このため多数の都市労働者が農村に派遣されたが、そもそも共同体農民が圧倒

的なロシア農村にはボリシェヴィキが想定した階級対立は存在せず、ここで発生した対立

の構図は共同体農民対余所者＝都市労働者であり、ほとんどすべての地方で共同体農民は

このような強圧的組織を受け入れることなく、農村に混乱と憤怒を持ち込んだこの試みは

わずか半年足らずで撤退を余儀なくされた。’9

次いで、大規模農業経営の構想がある。19年3月に執筆された『党綱領』草案でレーニ

ンが、「ソフホーズ、すなわち、大規模な社会主義農場」を社会主義的農業経営の根幹と見

なしたように、特にソフホーズは重要な役割を果たすはずであった。この構想の基本にあ

るのは、「穀物工場」としてのソフホーズの位置づけであり、この時出された『社会主義的

土地整理法』では、この種の経営』に土地利用の最優先順位が付けられ、原則として工場労

働者が採用され、そこでの労働時間は8時間を超えないとして、工場企業に倣った管理運

営が提唱された。20だが、これら経営の基本的構成員は農具も資金も持たない貧農や食糧

難のため都会から逃れてきた労働者やインテリなどであり、それらほとんどの経済的基盤

はきわめて脆弱であった。19年の第8回党大会でこれまで「社会主義的農業の最高形態」

として理解されてきたコミューンから「穀物工場」としてのソフホーズ優先政策への転換

が表明されたが、そこではペンザ県代表によって、ソフホーズには中農もクラークもおら
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ず、何の持ち合わせのない貧農だけが加入し、彼らは穀物も農具も馬も持たず、餓死を運

命づけられていると報告された。2’

ボリシェヴィキ政策を特徴づけるのは、農村または農民の実状に関する完全な無知であ

る。ロシア革命の悲劇の基本は、人口の80％以上を占める農村住民の現状を知らず、そこ

に空疎な「共産主義」理念が機械的に導入されたことにある。21年春に行われた大規模な

農業キャンペーンを総括した農業人民委員部の報告書で、ゴメリ県では農村を知らない党

員が 主 導 し た ことが同キャンペーンの失敗 の 要 因 と さ れ た 。 こ の よ う な 事 態 は 各 地 か ら報

告され、19年3月の第8回党大会でオリョール県代表は、専門家でなければ農業を営むこ

とはできないと、党の集団化路線を酷評した。22ボリシエヴイキの農業政策の限界は20

年夏の凶作を経てようやく党内問題として取り上げられるようになった。

こうして、20年秋以後に農業の再建を巡り、社会主義路線を堅持しようとするエヌ・ボ

グダーノフと、その見直しを図ろうとするオシンスキーとの間で論戦が展開された。23ト

ゥーラ県での農業キャンペーンの実績を持つ後者の主張は当時の実状を反映し、この論戦

に勝利を収めた。サラトフ県農業部は、ソフホーズとコルホーズを通してわれわれが農業

建設の最終目標に到達できないのが明らかとなった、オシンスキーが『プラヴダ』紙上で、

ソフホーズを強化して農村を再建しようとするのはユートピアの道を進むことを意味する

と述べたのはまったく正しい、と彼の主張を擁護した。こうして、カバーノフが指摘する

ように、20年末まで農業政策における共産主義「幻想」は続いた。24だがこの集団経営

「幻想」を払拭させた要因は、きわめて現実的な農業の荒廃がその最大の理由であったこ

とを、ここで改めて指摘しなければならない。

後の出来事に関連して、この論争の帰結は以下の結果を招いた。第一に、農民農業経営

の強化と発展のために、すなわち播種面積の拡大に向けて種子割当徴発を含めた強制播種

の方針が確定されたことであり、第二に、安定的共同体的土地利用による個人農経営の強

化が目指され、その後この方針は21年の勤労農民経営奨励策によってさらに促進され､『農

業法典』に集約された。そこで採用された強制播種の路線は種子割当徴発を前提とした戦

時共産主義政策の枠内にあった。そして、この路線の提唱者であるオシンスキーヘのレー

ニンの信頼は篤く、第8回ソヴェト大会党フラク会議で集団化路線を批判したオシンスキ

ーを、レーニンは「まったく正しい」と評価し、「コルホーズの問題は当面の問題ではない。

それらはまだ構築されず、養老院の名に値するような悲惨な状態にある。［．。…．。］ソフ

ホーズの状態は現在大部分で平均以下である。個人農に頼ることが必要であり、それは近

い将来も変わりようがなく、社会主義と集団化への移行を夢想してはならない」と述べ、

この幻想からの決別を宣告した。25

社会主義的交換への移行

すでに引用した、第10回党大会直後に発行された小冊子の中でレーニンは、現物税を

農産物の調達手段としてではなく、「適正な社会主義的生産物交換」への移行と位置づけて

いる。これはいったい何を意味するのか。

ボリシェヴィキ指導者は来るべき社会主義または共産主義社会のスキームを明示するこ

とはなかったとしても、それでもマルクス理論に基づき革命直後からその基本的条件とし

て無貨幣交換への移行に拘り続け、当然にも共産主義「幻想」はそこに集約的に表出され
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た。そこでは大戦下で始まるハイパー・インフレーションを含むあらゆる経済的崩壊と革

命後には法的制 度 に よ っ て 通 常 の 経 済取引が解体され、自然発生的な物々交換（彼らの用

語に従えば商品交換であるが）が全国的規模で展開され、彼らの眼には過渡的経済形態が

実 現されつつあると映ったことがこの幻想を加速させた。そこでは調達＝分配制度を一元

的に支配した食糧人民委員部が重要な役割を果たし、割当徴発制度を通してコミューン型

国家の構築が目指されたのである。26

この移行措置で重要なのは商品交換の組織化であった。早くも18年4月にユ・ラーリ

ンは最高国民経済会議で次のように指摘する。「われわれはできるだけ紙幣なしでやって、

貨幣が単なる決済単位でしかないような状況に至るよう、国内で新しい原理により生産物

の商品交換を確立しようとする構想に達した」。すでに18年初頭から食糧人民委員部は全

国的規模での商品交換の実施計画を策定し、その構想は3月7日づけ党中央委機関紙『プ

ラヴダ』に掲載され、3月26日の布告によって商品交換が全国的に実施されることとなっ

た。それは徐々に穀物調達制度に組み込まれ、義務的商品交換制度は18年8月づけで穀

物生産諸県に、19年8月からは全国的規模で実施されることが決定された。経済史研究者

ドミトレーンコが指摘するように、戦時共産主義期には18年春と比べて商品交換の役割

は著しく高まった。27

こうして展開された商品交換制度が割当徴発制度の中に組み込まれるのは自然の成り行

きであった。戦時共産主義の評価と同様に、過酷で暴力的な農産物徴収として否定的に、

まさに戦時共産主義期における暴力的ボリシェヴィキ政策の象徴として通常理解されてい

る割当徴発は、以下で触れるように原理的には未来の無貨幣交換への過渡的措置として位

置づけられていたのである。2820年8月に出された20/21年度割当徴発規程により、農

産物割当量の供出に対する村団の連帯責任が定められるとともに、その反対給付として村

団への工業製品の集団的商品交換が制度化された。こうしてソヴェト国家は割当徴発を通

して工業製品と農産物との商品交換を、村団への集団的割当とそれに対応する集団的供給

を、すなわち、都市と農村との無貨幣交換への移行を目指したのであった。29

もちろん、当時のロシアの破滅的経済状況はこの構想の実現を許さなかった。レーニン

を含めて当時のボリシェヴィキ指導者は異口同音に、ソヴェト権力は農民から穀物を掛け

で取り上げ、工業の復興にともない農民は割当徴発を通して工業製品を受け取るであろう

との主張を繰り返した。これは単なる方便ではなく、来るべき未来社会での割当徴発の理

念型であり、その実施過程での個々の逸脱行為とその理念的意義とは明確に区別されてい

た。20年10月にレーニンは郡・郷・村執行委モスクワ県大会で内戦後の平和的建設につ

いて報告した際に、割当徴発が法外に重いとの出席者の非難の嵐に抗して、負担の緩和を

提言したものの、この制度を廃止する可能性を完全に否定した。こうして、内戦終了後の

平和的建設構想の中でも未来の「共産主義」社会への過渡的措置として割当徴発は生き残

ったのである。11月27日『プラヴダ』論文では、割当徴発の行き過ぎに対する農民の不

満を認めながらも、その原則自体は完全に支持された。30

現代の歴史家サフォーノフは「食糧割当徴発の構想は共産主義への移行を展望する、唯

一ではないとしても非常に重要なレーニン的イメージの構成要素である」と指摘する。ス

ヴイヂェールスキイはこのことについて、「一定の条件下で、食糧割当徴発は共産主義の直

接の導入の手段になりえたが、これら条件が欠けていたので、内戦の終了とともにそれは
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別の方策にその地位を譲らなければならなかった」と、この1年後に回顧した。31

調達危機が顕著になった20年秋の調達キャンペーンでも、商品交換と割当徴発の結合

の方針は堅持され、11月19日にレーニンと食糧人民委員代理ブリュハーノフの連名で出

された軍事命令書に、戦時共産主義期末に特徴的な、政治的には軍事体制の強化と経済的

には生産物交換への傾斜がもっとも明白に表現された。この文書の中で、県食糧会議と食

糧組織に、割当徴発を遂行する際に臨戦態勢と動員を徹底させ、革命裁判所巡回法廷を間

断なく機能させて司法懲罰機関を発動させることを命ずると同時に、「計画的に生産物交換

を実施して、商品の引渡しを調達の進展と厳密に調和させることを義務づけ」た。32要す

るに、内戦の終了は共産主義「幻想」を放榔する要因とはならず、この時から共産主義体

制への傾斜はいっそう深まった。

過渡的措置としての現物税

この流れは貨幣交換を一気に廃止しようとの構想を脹らませ、カーメネフの言葉によれ

ば、「貨幣が終わりを告げ、間もなくわれわれは貨幣を必要としないであろうと思われた」

33共産主義「幻想」を、その頂点にまで高めた。

この構想は貨幣税廃止でまず実現されようとしていた。この問題は20年11月の人民委

員会議で審議され、11月3日の会議で、財務人民委員代理エス・工・チューツカエフを議

長とする特別委が設置され、30日の会議では、地方貨幣税を廃止する可能性についてと、

｢貨幣税の廃止と食糧割当徴発から現物税への転換を同時に準備し実施する」問題を詳細

に検討するよう特別委に付託するレーニンの提案が採択された。レーニンにとって、19年

5月の演説に見られるように、貨幣とは搾取の名残であり、その廃止には多くの障碍が存

在し、かなりの長期間存続すると想定されていたが、その好機が眼前に迫っていると判断

されたのである。

貨幣税廃止の検討を委ねたその日に特別委議長チューツカエフへ、レーニンは過渡期に

おける貨幣廃止が持つ意義を次のように書き送った。

「貨幣から貨幣なし生産物交換への移行は議論の余地はない。

この移行をうまく完成するために、生産物交換（商品交捜ではない）を実現しなければ

ならない。

われわれが商品交換を実現する、すなわち農民に工業生産物を与える力がな、うちは、

その時は農民は商品（したがって、貨幣）流通の痕跡の下に、その代用品の下に留まるの

を余儀なくされる」［強調は原文］と、貨幣経済から未来の生産物交換へ、つまり資本主義

的経済体制から共産主義的体制への移行を定式化した。この移行を実現するための措置が

貨幣税の廃止であった。34

この方針に基づく貨幣税廃止に関する特別委の以下のような政令草案が、12月18日の

人民委員会議で決議された。「現存している様々な貨幣税は、ロシア共和国で大ブルジョワ

ジーを清算するため、今日まで私的個人経営で生活している農民と営業都市住民の中間層

によって支払われている。だが住民のこれらグループは、ソヴェト権力により実施されて

いる勤労賦課の実施によりソヴェト経済建設に自分の労働力を部分的に提供し、農業から

受け取った生産物の一部を国家的割当徴発に引き渡すことで、ソヴェト国家の維持に寄与

している。農民個人経営と国家間での貨幣なし生産物交換の中に、社会主義建設に向けて
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税制の存在の必要性を排除する直接的移行を認める」として、現時点で存在するあらゆる

国家的、地方的直接税（貨幣税）の徴収を廃止し、地方的需要を充たす地方特別税のみを

残すことなどを決定した。つまり、小ブル農民により勤労賦課と割当徴発が遂行されてい

る状況が、貨幣の廃止、すなわち、レーニンの定式化によれば商品交換を経て無貨幣交換

を実現する可能性を創り出した、と想定されたのである。35この法案作成作業は、割当徴

発から穀物税への交替に関する法案の最終編纂が承認された21年3月7日の中央委総会

会議で貨幣税廃止に関する報告が行われたように、第10回党大会終了日まで、すなわち3

月16日にレーニンの政治局への提案によって貨幣税廃止草案が撤回されるまで続いた。

36レーニンの現物税構想はこの流れで生じ、第10回党大会後の諸般の政治情勢の中で法

制化された現物税法令とはまったく異なる原理に基づいていた。

20年秋以後ロシア全土で徐々に忍び寄るボリシェヴィキ体制の危機的状況、いうまでも

なく、すでにタムボフ県で始まったアントーノフ蜂起は周辺諸県にも拡大し、ウクライナ

のマフノー運動は衰える気配を見せず､それだけでなく各地で割当徴発への不満が高まり、

その遂行率は軍事力を強めても改善の気配を見せず、例えば、タムボフ県では11月半ば

でそれは30％以下であり、蜂起が椙獄する郡では20％程度しかなく、ロシア全土で翌年

の凶作を予告するように播種面積は著しく縮小し、いくつかの農業諸県では旱紘の被害が

すでに認められていたにもかかわらず、37この時期のボリシェヴィキ指導者には、共産主

義「幻想」に幻惑されていたかのように、将来への楽観的展望が瀧っていた。

その理由を合理的に説明することは難しいが、この傾向が明瞭に認められたのが20年

末に開催された第8回全ロシア・ソヴェト大会であった。党中央委機関紙『貧農』はその

雰囲気を次のように報じている。「最高国民経済会議議長ルイコーフはソヴェト大会で、現

在はわが工業の昂揚が始まったと説明した。月ごとに週ごとに、徐々に新たな工業企業が

開かれ、新たな工場の煙突から煙が出始めている．・・・・」。38このような論調の大会記事が

絵入りで連日報道された。

本大会では出席した反対派諸政党から次々にボリシェヴィキの政策、特に割当徴発に非

難が浴びせられ、割当徴発から税への交替の要求も提起された。興味深いのは、これら税

を求める声にレーニンは一度も反対を表明しなかったことである。だがそれは、すでにこ

の時期にレーニンが割当徴発から税への方針転換を受け入れていたからではなく、まった

く別の文脈からレーニン自身が現物税構想を抱いていたからにほかならない。この時レー

ニンが抱くのは無貨幣交換への移行措置としての税構想であり、それはエスエルやメンシ

ェヴイキの要求とはまったくの対極にあった。

レーニンは大会期間中に地方からの農民代議員と会談を重ね、彼らの発言の多くは割当

徴発への非難に終始し、このような意見聴取の結果は12月末に執筆された『経済建設の

任務に関する覚書』として纒められた。その中で彼は、「農民への対応：税十プレミア」と

書いた後で、「税＝割当徴発」と書き加えている。この文言を敷術すれば、播種面積を拡大

するために農民に税を実施し播種の拡大に応じてプレミアを交付しなければならないとの

意味であるが、この税が大会で反対政党によって提起されたものと同一視される誤解を避

けるために、ここでの税は割当徴発と本質的には同じであること、換言すれば、12月18

日づけの貨幣税廃止草案で含意されている現物税でなければならないことを明記したので

あった。この点で、「レーニンが20年末に食糧政策の抜本的修正が必要であるとの結論に
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至ったと考えるいかなる根拠もない．．・・・この「税」はネップといかなる関係がないだけで

なく、第8回ソヴェト大会決議に比べて戦時共産主義の展開でより大きな前進となった」

とは、現代の歴史家パヴリユチエーンコフの正鵠を射た指摘である。39

ネップ導入の噴矢となった現物税は通常解釈されているように、21年2月8日に執筆さ

れた『予備的草稿』より以前に、割当徴発体制の発展形態、または未来の社会主義的交換

形態への移行措置として20年末にすでに立案されていた。すなわち、戦時共産主義政策

の延長に現物税は位置づけられていたのである。この構想が崩れ、後にネップと称される

新たな政策を生み出した要因を探るには、当時のロシア社会の現状を視野に入れる必要が

ある。21年初頭から顕著になる食糧事情が、この構想の実現を許さなかったのである。そ

の具体的状況について以下で述べよう。

第2章21年食糧危機と現物税の導入

21年危機の出現

20年末に見られた楽観的雰囲気は急変する。21年の冬は非常に寒く、民衆はいっそう

窮乏化した。

21年危機は燃料不足から始まった。ボリシェヴィキ幹部の楽観的気分に反して、すでに

その兆候は20年の冬の訪れとともに顕在化していた。10月半ばにカルーガ県から、「共和

国が蒙っている燃料危機がわが県にも重くのしかかり、工場は停止し、勤労者の家と施設

は凍てついた」と報じられ、トヴェリ市では薪燃料さえなくなり、暖房がないために11

月から市内でも郡部でもほとんどの学校が休校となった。4oこのような燃料危機は各地で

認められた。

この主因の一つが採炭労働者の食糧危機と物質的窮乏であった。20年11月にFンバス

炭田を視察したトロツキーはその悲惨な有様を次のようにモスクワに通知した。「ドンバス

の状況はきわめてひどい。労働者は飢え、衣服はない。大衆の革命的気分にもかかわらず、

ストがあちこちで勃発している」。「圧力の方法によって、いくらか生産性の向上が達成さ

れているが、その後で反動が訪れる。このため、これに基づく計画的な発展は望めない」

として、食糧事情を改善する、作業着と靴を供給する、賃金を保証するなどの打開策を要

求したが、当時の状況ではこれらの要求が実現されるはずはなく、それとともに採炭量は

激減した。全ロシア鉱山労働組合中央委は党中央委組織局宛に、約束された供給が履行さ

れていないとして、その実現を要請した。

21年2月にシベリアの炭坑から党中央委が受け取った電報でも、炭坑労働者の悲惨な状

態が克明に綴られていた。「ユゾフ地区。2月16日、食糧状態は破滅的。飢餓のために動

揺がある。アルマズヌイ地区。2月17日、食糧状態は破滅的。穀物はない。労働者は働い

ていない。縦坑が水没するおそれがある。セメイキンスク地区。2月17日、穀物はない。

食糧状態は危機的。協同組合に備蓄はない。協同組合多売店56号は近日中に穀物を受取

る期待はないと通告した。採炭は停止し、状況は破滅的。労働者はパンの交付まで入山す

るのを拒否している」。3月になってもドンバス炭坑の状況は改善されず、炭坑労働者の食

糧はもう何日も引き渡されず、馬の飼料もなく一部は蕊死し、一部はそれを避けるために

住民に引き渡されたため、石炭を搬送する荷馬車輸送は停止した。枕木が腐って鉄道輸送

も止まった。縦坑は浸水し、食糧がないために作業は停滞し、2月には2900万プードが採

‐9‐



炭され900万プードが鉄道で搬送されたが､3月には採炭量は600万プード以下になった。

4，このようにして、石炭の産出量は最低限にまで低落し、ソヴエト＝ロシア全土で危機の

スパイラルが深まった。

21年2月のペトログラードへの石炭搬送計画は25％が遂行されただけで、市内のあち

らこちらで木造家屋が解体され燃料として利用された。多くの企業は燃料不足のために操

業停止に追い込まれた。モスクワでは電気は晩5時から朝8時までしか供給されず、ペト

ログラーFではその供給時間は2時間に制限された。両首都の住民さえ、寒くて暗い冬を

迎えなければならなかった。42

ペトログラードで2月，，日に始まった生活改善を求める労働者のストは急速に拡大し、

市内は4年前の二月革命を坊佛させる異常な緊張状態に包まれ、2月25日に戒厳令が布告

された。そしてボリシェヴィキ権力の保塁であったクロンシュタッ卜海軍基地でも叛乱が

始まろうとしていた。燃料危機は輸送危機を招き（鉄道輸送だけでなく荷橇輸送も）、豪雪

のために各地で食糧列車は立ち往生していた。列車の多くは石炭仕様から効率の悪い薪仕

様に改造されていたが、その薪すら不足した。北部、モスクワ、カザン鉄道を除きほとん

どの路線は1週間分以上の薪燃料を持たず、2月に入ると各地で食糧貨物の滞貨が起こっ

た。2月半ばで南東鉄道に燃料がないために50本の食糧直通列車が滞貨していた。ブリュ

ハーノフはウクライナから、オデッサ地区で燃料不足のために貨車約400輌が滞貨してい

るとの電報を2月’0日に受け取った。袋がないことや空の貨車が適正に配車されないこ

とも鉄道による食糧貨物搬送の大きな障碍となった。43

最後に、運輸危機は深刻な食糧危機を引き起こした。ペトログラーF県委書記から、「守

備隊の食糧事情は危機的で、非常に頻繁に赤軍兵士は家々を回って施しを請い、最近は管

区の部隊で衰弱による大量の失神が確認されている」との厳しい現実が報告された。食糧

配給が最優先の赤軍でさえこの有様であった。443月にタムボフ県ウスマニ郡から、飢餓

と全般的崩壊のために住民の間にはソヴェト権力への敵意が広がっている、「郡では過剰な

飢餓が感じられ、住民大衆は「パンをよこせ」と歩き回っているが、郡はもちろんそれを

提供することができず、そこで彼らはソヴェト権力を裏切り者と見なしている」と報じら

れたように、各地で食糧危機は政治危機に転化していた。45

地方では燈原の火のごとく農民蜂起が広まっていた。アントーノフ蜂起は隣接のサラト

フ、ペンザ、ヴォロネジ県へと浸透し、連鎖反応的に農民蜂起を随所で勃発させていた。

20年末にタムボフ県キルサノフ郡の責任ある党活動家が、われわれはタムボフ領内で猛威

を振るっている匪賊運動のために一再ならず自分の生命を大きな危険に晒し、「匪賊によっ

て、何頭かの家畜、農具、家庭着、履物、寝具、下着といったすべての資産が徹底的に掠

奪され、同志の妻は殺害され」、「匪賊からの絶え間のない脅威のために家族経営を新たに

再建することは不可能である」ことを理由に挙げ、ここでの政治活動を解除しシベリアへ

の移住の認可を求めたように、現地での党活動は完全に崩壊していた。46さらに、西シベ

リアのチュメニ県イシム郡で発生した農民蜂起は2月以降急速な展開を見せ、この時期最

大規模の反ボリシェヴィキ運動となりつつあった。47ウクライナではマフノー匪賊がその

攻勢をますます強め、きわめて危機的な政治状況が表出していたが、これらに対する中央

権力の対応はきわめて緩慢であった。動員を含めた赤軍の戦闘能力はこの時期になると物

心ともに限界に達していた。
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中央農業諸県での20年の凶作がすでに明らかにされ、穀物生産諸県での匪賊運動が夏

以後強く展開されながらも、これらの問題が党中央委の議題となったのはようやく21年1

月12日のことであった。同日の会議で、農民の気分に関する問題が審議され、全ロシア．

ソヴェト中央執行委（以下BUHK)議長カリーニンを議長として凶作罹災諸県で農民の

状態を速やかに緩和する措置を審議する特別委と、ヴェ・チェ・力議長エフ．工．ヂェル

ジーンスキイを議長とする匪賊行為の根絶を早急に準備する特別委が設置されたが、現地

からは悲鳴にも似た軍事要請が幾度も打電されていたにもかかわらず、中央からの本格的

な介入は著しく遅れた。48

具体的措置として、2月2日の政治局会議はエヌ・ブハーリンの報告を聴き、凶作を蒙

り食糧に困窮する地方での政治状況と農民蜂起に重大な関心を払うよう食糧人民委員ツュ

ルーパに指示し、これら諸県で農民の食糧状態を改善するための一連の措置を執るよう食

糧人民委員部に委ねた。これにより、すでに述べたように凶作認定諸県に2月10日づけ

割当徴発停止命令が出される一方で、農民蜂起との闘争への政治的指導と支援のためタム

ボフに特別委と活動家を緊急派遣することが決議された。49党中央委で議題に上がってか

ら1ヶ月が過ぎようとしていた。

この時期党中央は大幅に縮小した穀物作物の播種面積への対策に忙殺されていたことが、

このような対応の遅れを生み出す一因となった。第8回ソヴェト大会で強制播種をともな

う個人農経営の強化路線が採択されたことはすでに触れた。この時から強制播種キャンペ

ーンは大々的に喧伝され、中央紙の紙面の多くがその関連記事で埋め尽くされ、これは未

曾有の大キャンペーンであった。

強制播種とは、定められた播種計画に準ずる種子量を国家が供給するための種子強制調

達、すなわち種子割当徴発による種子の再配分、この計画を現地で指導するための村農民

委員会（セリコム）の組織化、それらを通しての強制力による完全播種を骨子としていた。

食糧割当徴発と同様なこの制度も完全に戦時共産主義的精神に貫かれていた。

ほとんどの地方で穀物割当徴発が完遂されていない中で、種子調達は農民にとってきわ

めて大きな負担となった。この強制調達は凶作認定県をも容赦しなかった。凶作に襲われ

たオリョール県の村では、一つの割当徴発を取り上げて、今や別の割当徴発が課せられる

ようになった、との農民の不満が聞かれた。この声は、『二つの割当徴発』の見出しを付け

て県執行委機関紙に掲載された。このように調達された種子材をほかの村団のために再配

分することへの農民の抵抗は強く、2月に同県エレツ郡の村で、群衆が郷執行委に押しか

け、保管庫をこじ開け、集められた種子材を奪い取った。この直接行動は村ソヴェトによ

って組織され、懲罰部隊によってようやく鎮圧された。

度重なる余剰を超える割当徴発の遂行の結果、農民経営に残された種子材はわずかで、

食糧割当徴発のこれ以上の遂行は播種キャンペーンを頓挫させるおそれがあった。こうし

て、それは一時的中断を余儀なくされたのである（現物税構想とはまったく関わりなく）。

サラトフ県播種委は21年春の同県での播種キャンペーンについて次のように総括した。

中央から与えられた春蒔き区画の義務的播種面積に対する必要な種子量は1839万7536プ

ードと算定され、不足量は920万5225プードであった。中央と県播種委によって全部で

158万3179プードが放出され、残りの不足分は、第一に、経済力のある地区での種子割

当徴発によって、第二に、農民の手にある種子を確保し、郷内または村落の再分配によつ
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て補填することが想定された。だがこの方策の最大の障碍は、2月1日まで延長された後

も100％の完遂まで延々と続いた食糧割当徴発キャンペーンであった。種子割当徴発と食

糧割当徴発が両立しないことが証明され、両方のキャンペーンを同時に行うことは不可能

であると地方から率直に語られた。結局、県内ですでに75％の食糧割当徴発が遂行された

ことが判明し、そのため中央は一連の政治的状況などを勘案し食糧キャンペーンは終了し

たと見なし、播種割当徴発キャンペーンが開始された。5Oこのようにして各地で食糧キャ

ンペーンから播種キャンペーンへの転換が図られた。5’

これは当然にも従来の戦時共産主義的調達方法の変更を些かも意味しなかった。党中央

委は2月にすべての県党委に、地方活動家に蔓延し始めているこの傾向を戒めるために以

下の指示を打電した。「中央諸県での食糧活動の停止と生産物の強制的な汲み出しに起因す

る必然的な農民の気分の尖鋭化に関連し、地方組織の一部の間にこれ以上農民の怒りを買

わないようにと種子調達を回避しようとの志向が認められる。多くの生産諸県は明らかに

同じ動機から播種計画を縮小し、外部からの種子の搬入を要求している」現状を考慮し、

第一に、種子国家フォンドはごくわずかで非生産諸県の一部しか賄えない、第二に、各県

の完全播種の源泉は県内再配分と種子割当徴発である、第三に、種子調達の回避は将来の

食糧崩壊を招く、第四に、播種率を高めるために播種面積の縮小は許されないとして、党

中央委は厳格な播種キャンペーンの実施を指示した。そこでは「農民への精力的抑圧」の

行使を除外せず、「強制を拒否してはならない」ことが改めて言及された。52

それでも播種キャンペーンには様々な障碍が待ち受け、遅々として進捗しなかった。割

当徴発が完遂された地区で、真っ先に種子調達が開始されることへの不満があった。サマ

ラ県では1月15日から国家割当徴発を100％完遂した地区で、種子調達キャンペーンが

開始された。このため、国家賦課を誠実に遂行した勤労農民にまず負担を強いたが、種子

割当徴発の遂行の際にも、その後の現物税の徴収の際にもボリシェヴィキ権力によってこ

のことはまったく掛酌されなかった。オムスクから5月にシベリア・ヴェ・チェ・力議長

は次のように報告した。「農民の気分は、熱狂的な播種キャンペーンにもかかわらず武器の

威嚇で逮捕と賦課の遂行を要求する食糧部隊の行動のために尖鋭化している。［…・…］

誠実に割当徴発を遂行した農民は穀物と種子なしに残され、畑は播種されていない」。53

食糧人民委員部参与スヴィヂェルスキーが、播種キャンペーンと結びついている末端組

織細胞はセリコムであり、これは任務を遂行するための軍事組織であると説明したように、

この実施の際には強制的措置が多数適用された。多くの農民にとってセ1jコムは、農村に

「階級闘争」を持ち込んだ貧農委の再来であり、このような組織に農民は頑強に抵抗し、

その選出を拒否した。そのため空前の活動家と都市労働者が農村に動員され、強制力や’|同

喝はそれらの組織化にとって常套手段であった。キャンペーンの遂行が幹部の力量不足と

拙劣なやり方のために農民の不満を招いて、多くの地方でセリコム選出が拒否され、大き

な力と発意は発揮されなかったと、農業人民委員部報告書はこの間の事情を総括した。ヴ

ェ・チェ・力の播種キャンペーンに関する報告書はいっそう辛辣に、「特に春のキャンペー

ンで食糧人民委員部による種子調達には多くの失策があった」と結論づけ、種子の配分の

際に県食糧委の命令で多くの種子が食用に転用され、ヴイテブスク県では春蒔き種子の半

分が食糧に利用されたような数々の不備の実例を指摘した。54

このキャンペーンは軍事的色彩が強かったとしても、第8回ソヴェト大会での農業政策
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の転換を受け新しい要素も含まれていた。それは個人的プレミアである。これは播種計画

の実施で優れた成果を挙げた勤労経営に、恩典として割当徴発の軽減と商品給付の増量を

与えることを内容としていた。レーニンは個人的プレミアを強く主張したが、それは割当

徴発の際の村団に対する連帯保証制と矛盾するため、この条項への一般コムニストの反対

は強く、第8回ソヴェト大会でこの問題が検討された12月25日の党フラク会議は本条項

の削除を決定した。集団経営への偏愛は、この大会で個人農経営の強化路線が採択された

としても、コムニストの間で依然として根強く残っていた。だが、翌日開かれた党中央委

総会はこの決定の差し戻しを党フラクに命じ、集団経営を優先するとの但し書きを付けて

この条項が決議草案に盛り込まれた。55これがレーニンの『覚書』に書かれた「農民への

対応：税十プレミア」の内実である。

第10回党大会

党大会を目前にし、レーニンは最大の課題である播種キャンペーンでの成果を確実にす

る必要があったが、彼が一般コムニストの抵抗を排して拘り続けた個人的プレミアはまっ

たく機能していなかった。完遂にはほど遠い割当徴発の軽減は食糧危機が深刻化する中で

は問題にもならず、破滅的工業状態は商品供給をまったく不可能にしていた。このような

状況下で執筆されたのが、2月8日づけの『予備的草稿』である。農民に播種面積を拡大

させるよう生産意欲を高めさせることを目的とした内容であることはすでに述べたが、こ

こでは第8回ソヴェト大会で想定されたような物質的刺戟を提供することが不可能である

以上、別の形による刺戟を与える必要があった。それが農民に設定された市場取引の自由

である。しかし、これを第10回党大会後に確定される路線と同一視するのは早計である。

なぜなら、この段階ではボリシェヴィキ指導者がもっとも恐れていた資本主義の復活、自

由取引の容認は極力制限されているからである。未来社会を展望する税構想と、播種拡大

のために農民にプレミアとしての生産的刺戟を与えるための限定的自由取引が、レーニン

の最大の妥協点であり、このような幻想と現実のアマルガムが『予備的草稿』であった。

この草稿に基づく党大会草案を作成するため、2月8日の党中央委決定により設置され

た特別委で作業が開始された。党中央委での報告やレーニンの加筆修正などがあり、第3

改定案が最終的に党大会の決議案として上程された。この審議過程で次のことが特徴的で

ある。まず、自由交換は村団内でのみ認められ、村団外では食糧組織による商品交換のみ

が容認され市場取引は禁止され（党大会決議では「交換は地方的経済取引の範囲内で認め

られる」と暖昧な表現に改められた）、税規模は村団ごとに算定された。56大会提出まで

の法案作成作業がわずか1ケ月余りしかなかったこと、内容が戦時共産主義政策の色彩が

色濃く残されているということを勘案すれば、この草案が政策の転換を視野に入れていた

とは考えにくいのである。何より、この時の現物税はあくまでも播種キャンペーンの枠内

で設定されていた。

農民蜂起やクロンシュタット叛乱で「自由商業」や「取引の自由」がスローガンとして

掲げられている状況下で、ここでの自由取引はレーニンをもっとも悩ませた問題であった。

党大会の開会当日になっても党指導部にはこれに関する合意は形成されなかった。

本大会はほぼ，週間前に始まったクロンシュタット叛乱の鎮圧に多数の代議員が割かれ、

ゲ．イェ．ジノーヴィエフやトロツキーなどの報告者が不在となったため議事日程が変更
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されるという、まったく異常事態であった。

大会初日の3月8日にレーニンは中央委報告の中で、「農民に地方的取引である程度自

由に振る舞う可能性を与え、割当徴発を現物税に替えなければならない」と、この問題に

簡単に触れたが、食糧税の審議が行われたのは大会終了前日の3月15日朝会議で、レー

ニンが主報告に立った。ロシアのような国で社会主義革命が最終的成功を収めるためには、

先進国の社会主義革命による支持の下で、国家権力を掌握するプロレタリアートと農村住

民の大多数との協調によって可能であ叺そのために以前よりずっと中農になった農民を

満足させなければならない。中農を満足させるためには、「第一に、取引の一定の自由、私

的経営にとっての自由が必要であり、第二に、商品と生産物を供給しなければならない」

と述べ、「われわれは商業と工業の国有化の道を、地方取引の禁止の道をあまりにも先に進

みすぎた」、これは疑いもなく誤りであった、とレーニンは主報告の中で初めて戦時共産主

義政策に否定的見解を加え、路線の修正を示唆した。

主報告に続き、基本的に主報告に同意するが、すでに13県で割当徴発は停止されたと

してもロシア全土での停止はありえないことを、ツュルーパは副報告で強調し、討論が始

まった。そこでの最初の発言者は経済理論家工・ア・プレオブラジェンスキーであった。

その後に登壇する発言者は異口同音に穀物専売や自由取引に関する言及に終始したのに対

し、彼は現物税導入の際の重要問題として紙幣制度に聴衆の関心を促した。そこでの発言

者は彼を除けば食糧問題専門家であり、彼が討論の口火を切るのは通常の解釈では違和感

を覚え、このテーマに関する文献で彼の発言内容が論じられることは少ない。57しかしな

がら、割当徴発または現物税を貨幣制度廃止の過渡的措置であるとの構想を共有する急進

経済理論家である彼にとって、この現物税には食糧調達問題以上に重要な内容を含んでい

た。中央委案に賛成して彼は次のようにいう。ソヴェト国家の財源は、割当徴発と紙幣発

行であった。前者は年々増加し、「食糧割当徴発が不動のままであり続けたなら、われわれ

は1922年に紙幣の印刷を停止することができ、必要な総額を割当徴発によって取り上げ

ることができたであろう。だが、このようにはならなかった」。割当徴発に替わる現物税の

導入により、生産物の一部しか収用できず、貨幣の廃止が当面の任務とならない以上、賃

金の目減りを防ぎ、農民による取引のためにも、通貨の安定が必要となる。こうして、現

物税の導入により直接貨幣税を廃止しようとする構想は見送られ、この翌日にレーニンは

政治局に貨幣税廃止草案の撤回を申し入れたのである。58

第3章現物税構想の変容

党大会決議から法案作成へ

党大会で現物税決議を採択するまでの手続きはきわめて性急であった。この時期に展開

されていた播種キャンペーンと比較すればそれは如実である。後者については､20年’0

月28日に食糧人民委員部参与会会議で決定された基本方針が農業人民委員部に付託され、

BUI'IK幹部会、人民委員会議、農業人民委員部、食糧人民委員部参与会（強制的種子調

達は食糧人民委員部の管轄である）などでの討議と修正を重ねて、最終的に12月’’日の

人民委員会議でレーニンの修正を受け、BUHKの承認に回されるという、きわめて周到

な階梯を経て、ソヴェト大会においては本会議でも党フラク会議でも代議員に対して充分

な説得と説明がなされ、採択に至った さらに、この法案はソヴェト大会で承認されるま
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で法的効力はないが、農民への議論と周知のためにソヴェト大会前に12月14日づけ『プ

ラヴダ』と『イズヴェスチャ』で公表され、本大会でも徹底した討論が繰り広げられ、そ

の後も中央紙でも地方紙でも大々的キャンペーンが展開された。59

現物税草案の扱いはこれとはまったく対照的に、党大会以前には大衆への周知はまった

く認められなかった。第10回党大会でデ・ベ・リャザーノフの、割当徴発から税への交

替は不意打ちであるとの非難に対しレーニンは、『プラヴダ』に税に関する論文が掲載され

たが、誰も応えなかったのだと反論した。このレーニンの論駁は、彼の先見の明とほかの

党員との意識の隔絶を示す事例として文献で引用される。だが、これはレーニンの完全な

論弁であり、これら論文はく夕記事でしかなく、決して耳目を集めるような扱いではなか

ったことを指摘する必要がある。何より現物税案に対する論説・解説記事は党大会前には

まったく存在せず、播種キャンペーンと比べれば、その差は一目瞭然である。大会決議草

案の作成の際に、第2改訂案では、春の播種前に税の公表を定めたが、レーニンはこれに

反対し、注意書きで党大会後の発表を要求したように、一般コムニストへのこの交替に関

する周知徹底は極力避けられていた。もしこの草案が通常説明されるように、農民への宥

和政策であるなら、このような扱いを合理的に説明するのはきわめて難しいが、以下の理

由を推測することは可能である。

第一は、この措置は12月18日づけ現物税法案の延長に位置づけられ、第8回ソヴェト

大会での農業強化に関する決議の補完にすぎず、いわば播種キャンペーンに対応しての｢時

限立法的」性格を持ち、本質的に重要性を帯びていなかったとの解釈である。60

第二は、ボリシェヴィキ指導部内での税への強い拒絶反応が党大会に混乱を持ち込むと

の懸念である。例えば、ウクライナ食糧人民委員エム・力・ヴラヂーミロフは3月2日の

トロツキー宛の機密暗号電報で、ウクライナにとって税は受け入れがたいことを伝えたの

に対し、トロツキーから転送された電報を受け取ったレーニンは、「ウクライナのコムニス

トは間違っている。事実に基づく正しい結論は、税に反対するのではなく、マフノーなど

を完全に撲滅するための軍事的措置に賛成することだ」との返事を書き送ったが、税の必

要性については何も触れなかった。61

第三の理由は、レーニンにとって税に付随する取引の問題が依然として未解決のまま残

されていたことである。党大会直前に執筆された『割当徴発から税への交替に関する演説

プラン』によれば、基本的問題は、「（α）取引の自由、商業の自由（＝資本主義の自由）、

（β）このために商品を手に入れること」であり、これにより「経済的に中農を満足させ

ることができる」と考えられた。これが生産拡大への刺戟である。しかし、ここでの「取

引の自由」とは一般的な自由取引を意味するのではない。「生産を強化し､取引を押し進め、

息継ぎを与え、小ブルジョワジーを強くするが、それ以上に大生産とプロレタリア＝上_を

確固たるものにする。小ブルジョワジーと、量_Q取引をある程度まで活発にすることなし

に、大生産、工場、プロレタリアートを確固としたものにすることはできない」［強調は原

文］と言及しているように、小ブル農民に「取引の自由」を認めることで、工業の復興が

目指されたのである。党大会後に執筆された『食糧税について』で彼が、「農民が商売をや

る以上、われわれも商売をやらなければならない」との労働者の小ブル的心理を厳しく非

難したように、きわめて限定された取引の自由が想定されていた。この時期の反ボ1jシェ

ヴィキ運動の中で公然と自由商業の要求が掲げられ、第8回ソヴェト大会より以上に自由
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商業への警戒心が党内に瀧っていた。したがって、レーニンは資本主義一般とプレミアと

しての農民取引とをいっそう慎重に区別しなければならなかった。「プロレタリアートの政

治権力の根底を損なうことなしに、商業の自由、資本主義の自由を小農民のためにある程

度復活させることができるだろうか。［・・・・・・・］できる。問題はその程度にある。［・・・・・・・］

地方的取引の自由から飛び出してはならない」［強調は引用者]･重要なことは、地方的取

引に限定して、「小農民が経営を拡大し、播種面積を増やすように、多くの刺戟を与える」

ことであった。62こうして、レーニンは党大会直前まで現物税と市場問題に関する具体的

方針を持たないままに、党大会に臨むことを余儀なくされていた。

現物税に関する党大会決議草案は、すでに触れたように播種キャンペーンを促進する方

策として立案されたため、党大会への提出に間に合わそうときわめて性急に文案作りが行

われた。しかし、それだけではなく、党大会には立法権がないために、党大会での採択の

後、BIIHKによって改めてこれに関する決議を法制化する必要があった。そのため、党

大会で充分な議論がなされなかっただけでなく、会期終了間際のBIIHKでも議論が深ま

ることはなかった。

こうして、党大会の最終日の3月16日にBuHK幹部会は、農産物を農民が自由に処

分することで農民経営を強化し生産性を向上させるため、割当徴発を税に交替する旨の大

会決議を承認し、専門委員会にBIIHK会期内に承認するため法令の基本条項を3月20

日までに作成するよう委ねた。63党大会決議は、翌17日の新聞で大々的に公表された。

党大会決議は「原則的方針を定め、スローガンを提起するだけ」で、その細目規程は各

種委員会に作成が委ねられた｡こうして、現物税関連法案の策定作業で、特に取引の問題

はレーニン自身が具体的方針を提起することもできず、党大会で原則的方針に関する議論

も不充分で暖昧さを残していたために、党大会以後の審議過程は決定的意味を持った。こ

れらの過程で、次の三点が特徴的である。第一に、現物税に関する具体的規程は、上記の

理由だけでなく、すでに始まりつつある春の畑作業に問に合わせるため、非常に切迫した

日程で策定が急がれ、原則的問題に多くの時間を割くことができなかった。第二に、これ

までの法令作成作業で、通常はレーニンの具体的指示に基づき議論が収數される傾向にあ

ったが、この問題ではレーニン自身が明確な将来構想を持っていなかった。戦時共産主義

政策からの後退に、レーニンが積極的に関わったとの痕跡はまったくない。第三に、こう

した状況下で、次第に深まる危機への対応策として、この方針が次第に換骨奪胎を余儀な

くされ、本来の構想からの転換がなされ、この転換は後述するようにきわめてトリッキー

な手法が用いられた。換言すれば、この法案の持つ農民経営の強化という原則的枠組みを

超えなければならない、切迫した状況が存在していた。

これに関して3月18日の党中央委政治局会議の指示が転換点となった。そこでは、3

月16日の中央委総会で設置されたミリューチン特別委で作成された現物税草案に関連し、

プレオブラジェーンスキィとカーメネフに、BHHKの名で現物税についてのマニフェス

トの作成を終え、明日までに全政治局員にテキストを送付するよう義務づけた。それに備

え、政治局員は、緊急会議が開かれるかもしれないので明日10時半まで時間を空けるよ

う命じられた。このマニフェスト原案は翌19日の政治局会議で承認され、『共和国農民へ

のBI_IHKと人民委員会議の激』として現物税政令と同時に公示された。次いで、ミリュ

ーチン特別委に対し、a)党大会の決議に従って協同組合についての文言を挿入し、6)連
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帯責任ではなく個人責任についてとB)地方的取引について大衆に分かりやすく説明し、

バザール、市場、その他について触れるなどの修正意見が出された。これら修正意見は政

令の中で反映された。しかし、ここで注目すべきことは、「瓜）［・・・…・］食糧人民委員部

に近日中に、1週間以内に、調達［割当徴発のこと］が終了した生産物に対する自由取引

の実施について公表する提案を人民委員会議に出す」旨の文言であり、同会議で新たに選

出された商品交換フォンド創出の問題の審議に関する特別委に、「割当徴発が終了した諸県

で自由な地方取引の実施」を検討し1週間後に政治局に報告するよう委ねたことである。

これらa)から瓦）までの項目は矛盾したまったく奇妙な指示内容である。すなわち、

政令と激は税完納後に残る余剰の自由処分権を認める従来の原則を踏襲し、播種キャンペ

ーンの奨励を目的としていた。さらに激ではこの措置が過渡的措置であることも明示され、

「農民はこの措置が一時的であることを理解しなければならない。［…・…］その成功に

農民経営の運命が掛かっているわが工業が構築されるに応じて、わが原料と交換に国外か

らの外国商品の輸入が拡大するに応じて、農民経営に及ぶ現物税の割合は減少するであろ

う。将来は社会主義経済の建設の中で農民の穀物1プーFに対しソヴェト国家が等価の農

村に必要な生産物を提供するような成功に至るであろう」と、厳かに宣告された。そこで

は、現物税の役割は徐々に縮小し商品交換体制がそれに替わり構築される、との将来構想

が表明された。この方針は、3月28日の自由交換に関する布告後も生き続け、4月に行わ

れた食糧税に関する報告でレーニンは、「食糧税とは、われわれが過去からの属性と、未来

からの属性を、その中に見るような措置である」と述べた。「過去からの属性」とは賦課で

あり、「未来からの属性」とは社会主義的生産物交換であり、その過渡的措置がこの時構築

されようとしていた「現物税＝商品交換体制」、すなわち、農産物の一部を反対給付なしの

現物食糧税として徴収し、残りの余乗りを工業製品と交換するとの移行措置にほかならなか

った。64小冊子『食糧税について』ではより直裁に、「食糧税は「戦時共産主義」から適

正な社会主義的生産物交換への移行の形態の一つである」と位置づけられた。これはネッ

プ原理への後退ではなく、戦時共産主義原理からの前進の表明である。現物＝食糧税のこ

の位置づけは地方権力への指令の中でも繰り返され、例えば、4月8日のタムボフ郡執行

委拡大会議で食糧税について報告が行われた際に、「国内の工業の発展に応じて、税は年々

縮小されるであろう。次いで、食糧税に関する布告の説明がなされ、生産物の自由交換に

ついて、これは決して投機ではなく、もし農民に穀物余剰が生まれるなら、それは国家フ

オンドか商品交換を通して協同組合に納められなければならない」と言及された。65

だが、それと同時に瓜）項では現物税完納後ではなく割当徴発の終了諸県での自由取引

が想定されたのである。66これがいわゆるネツプヘの移行を党指導部が表明した最初の文

言である。

この特別委によってBulﾉIK会期の最終日に問に合わせるように、3月20日にBI_IHK

に提出された政令案は、翌21日に同幹部会で修正なしで承認され、3月23日に政令とし

て公表された。基本的内容は党中央委の修正を取り入れた党大会決議の枠内にあり、そこ

では割当徴発より軽減される農産物税が実施されること、それらの個々の税指標と規模は

個別の税法令によって別途定めるとの基本方針が述べられただけである。この政令では、

税完納後の自由取引の範囲について政治局会議の修正案以上に明示されなかった。67

ネップ導入の際に重要な要因となったのは、現物税そのものよりも、それに付随して発
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生する余剰の処分権の問題、すなわち、自由取引であることは説明を要しないであろう。

ただし、この時点で自由取引は播種キャンペーンヘの刺戟剤として位置づけられていたた

めに、それには二重の制限が付けられていた。第一は、農村市場という範囲の限定であり、

第二は、税完納後という時期的制限である。大会決議とBUHK政令、『共和国農民への激』
でも農民経営の強化と生産性の向上が、現物税導入の目的であることは明記されていた。

激でははっきりと、「それ［現物税］は、農民各人が収穫のどれだけを国家に納付すべきか、

どれだけが彼の完全な処分に残されるかをあらかじめ計算できるよう、春蒔きまでに指示
されなければならない」と述べられた。ミリューチン特別委の草案を受け取った3月20

日のBuHK会議で議長カリーニンは、「農業の改善をその基本問題の一つとし、もっとも

戦闘的問題とした第8回ソヴェト大会で新路線の最初の前進が認められた」と発言したよ

うに、現物税は播種キャンペーンに向けての措置であることは明瞭に意識されていた。自
由取引の範囲に関しては、3月18日の政治局決議を受け3月24日の食糧人民委員部参与

会会議で具体的にこの問題が審議され、そこでは当然にもきわめて限定的な取引が規定さ
れた。地方市場での現物交換と国家機関と協同組合を通しての商品交換のみが、ここで容

認された取引形態であった。68またこれらの規定はレーニンの2月8日づけ予備的草稿の
枠内であるということもできる。

3月25日の政治局会議は以前の食糧税特別委［ミリューチン特別委］に替わりカーメネ

フを議長とする新たな特別委を指名した。3月18日でフオンド創出特別委に付託した「割
当徴発を終了した諸県での自由取引」の問題は、同会議の議事録によればここでは取り上

げられず、それに替わりカーメネフ特別委が指名されたことになる。3月25日の党中央委
政治局会議議事録は、旧特別委に替わり、カーメネフを議長とし、ヴェ・ペ・ミリューチ

ン、ツリューパ、ア・エム・レジャヴァー、オシーンスキイをメンバーとする特別委が任

命されたことだけが記録され、本特別委の目的などには一切触れていないが、同特別委は
割当徴発を終了した諸県で自由取引を実施する措置を検討する任務を負っていたことは明
白である。何度も繰り返すが、この時までの自由取引を含めての現物税構想は播種キャン
ペーンを促進する手段として位置づけられ、現物税完納後に残る農産物余剰が自由取引の

対象であった。したがって、党大会決議と3月23日づけ政令で言及されている自由取引
の規程で、たとえそれが暖昧さを残しているにしても、当座の処置としては充分であり、
ことさら取引に関する布告の策定を急ぐ、必要はなかったはずである。現物税は21/22農業

年度開始から、すなわち、21年8月1日からその納付が始まり、自由取引問題はこの時ま
でに具体的規程を検討し、それまでは3月23日づけ政令の規程で事足りるからである。

したがって、この時カーメネフ特別委を改めて指定したのは、早急に自由取引を法制化す
ることが前提でなければならず、それは3月18日政治局会議の先決事項であった。

同特別委の会議議事録は未見であり、会議内容は5月に開かれた党臨時協議会でのミリ

ューチンの発言から窺うことができるだけである。彼の発言によれば、「そこにはこの自由

商業をいかなる規模で認めるかの問題があった。二つの見解があった。一つは、生産者だ
けが市場で自由商業権を持ち、卸商人、買付人、転売人には認めないような方針で自由商
業を制限する見解であった。特別委の一部にそのような意見があった。特別委の残りは逆
に完全な自由商業を提起した。中央委は後者の見解を採った」という。アーカイヴに残さ

れている議事録に基づく限り、彼が言及する中央委のこの立場は3月18日政治局会議の瓜）
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項にある指示以外にはない。いずれにせよ、この時すでに党中央委は税完納を待たずして

早急に自由取引禁止を全面的に解除する必要があるとの認識を持っていたことになる。3

月27日の特別委会議で、自由商業の範囲が検討され、そこでは税完納後に残る農産物余

剰の完全な自由交換が認められ、この方針に翌28日の政治局会議で修正が加えられ、農

産物の自由交換についての布告草案はレーニンの署名を付けて採択され、この人民委員会

議布告は3月29日の人民委員会議で事後承認された。

交換に関するこの布告の策定過程は、この手続きの異例さで際だっているだけではない。

3月28日の政治局会議は、布告の導入部を「3月23日づけ『イズヴェスチヤ』で公表さ

れた政令によってBH1'1Kは、国家的義務を遂行した農民住民に、彼らに残される農産物

余剰を自由に売買することを認める」と書き改めるよう要求し、巧妙に方針転換を指示し

た。繰り返すまでもなく、3月21日にBUHK幹部会で承認され、23日に新聞に公表さ

れた現物税政令では現物税遂行後の自由取引が明記されていたが、ここでは税は国家的義

務と書き改められ、これが割当徴発を指すように改霞された。こうしたトリックを用いて、

同布告により直ちに自由取引が合法化されたのである。この中では経済的取引の範囲にま

ったく言及されず、闇食糧取締部隊は廃止され、そこでは市場を制限しようとする食糧人

民委員部の答申は完全に反故にされた。本来の現物税構想は完全に変質した｡

この布告はその後の政策転換にとって決定的意味を持った｡第一は､税完納後ではなく、

割当徴発を完了した諸県に自由交換が適用されたことである。すでに当初の税導入の目的

が失われたのは明白である。第二に、さらに重要なことは、これまでは小ブル農民だけが

自由取引の対象であったが、この範囲も事実上無制限に都市住民にも拡大された（仲介業

さえ容認された）ことである。これも本来の目的を逸脱した規程であることはいうまでも

ない。これ以後次々と出される現物税関連法令で農民経営の強化と結びつけるような文言

はまったく見られなくなった｡党中央委は大会以前の現物税構想を大幅に修正する必要に、

換言すれば、播種キャンペーンと関わりなく即座に全国的市場を開放する必要に迫られて

いたのである。69

割当徴発停止の現実

カーメネフが12月の第11回党協議会の報告で、この新政策は農民への譲歩であること

を繰り返し強調したように、これがネップ導入の動機であると一般には解釈されている。

だが、すでに述べたように、元々現物税構想はレーニンによって戦時共産主義期に生み出

され、次いで、21年2月8日の『予備的草稿』でそれは播種キャンペーンに結びつけられ

た。それがわずか10日ばかりの具体的規程を策定する中で完全に変質したのである。そ

こでは3月28日づけ布告が重要な役割を果たし、この法案策定の過程で自由商業を強く

推進したのは、カーメネフとミリューチンであり、そこには3月18日と25日の党中央委

政治局会議の意向が強く反映されていた。ここでの重要な変更点は、即座に全ロシア市民

に自由取引を認可することであり、それを決定づけたのは当時の逼迫した全国的規模での

食糧危機であったことは疑いない。7O

その典型的実例として、農業生産県であるタムボフを取り上げよう。同県での穀物総収

穫は、13年の5557万4400プードから減少し続け、17年には4345万6635プード、20

年には1495万4159プードにまで激減した。同県に19/20年度の割当徴発として、県食糧
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委の算出による2600万プードに替わる3110万プードが課せられたが、最終期限までに納

付されたのは1225万プードにすぎなかった。食糧部隊によって一切合切取り上げられ、

播種する穀物にも不足するとの農民からの訴えがなされたような苛數詠求の結果がこれで

あった。20/21年度の割当徴発は1150万プードが課せられ、凶作のために総収穫の激減が

確認され、すでにアントーノフ蜂起が全県で展開されていたにもかかわらず、10月の食糧

人民委員部参与会で、このような調達の停滞は「われわれはまだいかなる英雄的措置を執

っていない」ことが原因とされ、いっそう苛酷な徴収が指示された。7’

十月革命以来特に大きな戦場になることもなく比較的首都モスクワに近いタムボフ県は、

中央権力による穀物収奪の主要な対象県となり、その過剰な負担のために県内の経済状態

は完全に疲弊していた。中央権力による割当徴発が、ほかの県と同様にここでも播種不足

と食糧危機の原因となったのは明らかであった｡突撃県（1000万プード以上の割当徴発対

象県）と認定されたタムボフ県で20年12月10日までの割当徴発の遂行率は36.9%しか

なく、すでに21年を待たずして農民には供出すべき穀物がなかった。72

県内の崩壊現象はすでに始まっていた。20年春の播種は壊滅的と報告され、この時から

各地で飢餓は顕著になっていた。キルサノフ郡からは、「生きて行くことはできない。穀物

は取り上げられ、家畜は奪われ、われわれには飢餓が残されている」と、リペツク郡から

は、「農民からすっかり穀物も一粒残らず家畜まで全部を奪っている｡何も与えず、衣服も

何も与えてくれない。そのようなことがタムボフ県全土で起こっている。このために暴動

が勃発するだろう。農民は部隊に反対している。何も播種できない」と、ルジェフからは、

「われわれの所に部隊が到着し、穀物を取り上げ、一人当たり25フントが残されている

だけである」との、農村の窮状が多数報告されていた。このように窮乏化した農民からも

割当徴発は容赦なく徴収され、農民はそれからの救済を訴えた。20年2月にキルサノフ郡

の郷執行委議長は、「勤労人民の領袖にして真理の擁護者」レーニンに、現在郷にいる食糧

部隊は割当徴発により消費基準と種子も残さずに穀物を100％汲み出し、貧農は凶作のた

めにそれを遂行することができず、繁殖用の家畜さえも奪われている現実からの救いを求

めた。4月に党中央委はタムボフ県委に、「タムボフ全県で農民から穀物を徴収する際に、

一連の不正行為が認められると指摘する申請が入っている。今回はウスマニ郡についてで、

コムニストの赤軍兵士の上申によれば、プシキノ村の農民から基準を考慮せずに春蒔き播

種用の種子さえ残さずに、すべての穀物が取り上げられた。農民から集められた穀物は最

寄りの駅で腐っており、農民は憤慨している。これらの憤慨は次のことでいっそう強まっ

ている。農民を鞭打ち、彼らを寒い納屋に閉じこめ、そのほか農民から奪った穀物で部隊

長は、これら農民に自分たちのためのサモゴンカ［非合法の自家醸造酒］を醸造するよう

強いた。［・・・・・・・］この事実は、この公文書を作成した郷ソヴェトにより確認されている」

と、県でのきわめて危険な兆候を指摘した。73経済危機は政治危機へと転化し、県全体を

農民反乱が覆い尽くすのにそれほど時間を要さなかった。

21年2月16日に匪賊討伐全権としてタムボフに到着したヴェ・ア・アントーノフーオ

フセーエンコは、力の及ばない割当徴発を遂行したために「1月までに農民の半分が飢え

ていた。ウスマニ郡、リペツク郡の一部、コズロフ郡では飢餓は極限にまで達している（樹

皮を噛み砕き、餓死者があった）」との驚’湾の事実をモスクワに報告した。74アントーノ

フ反乱の展開だけでなく、農民経営の完全な崩壊という厳しい現実の中で始まったここで

-20．



の播種キャンペーンは様々な障碍に直面しなければならなかった。

比較的生産力のあるタムボフ、キルサノフ、ボリソグレブスク、モルシャンスク郡のほ

とんどと、コズロフとリペツク郡の一部がアントーノフ反乱に覆われ、ソヴェト権力の影

響はわずかしか及ばず、残りの郡は経済的に窮乏化し播種キャンペーンに懐疑的気分であ

った。2月21日に県播種委が組織され、郡播種委、郷播種委、セリコムの組織化に関する

命令が全県に打電され、農民に播種キャンペーンを周知させる目的で、県党委により119

人の責任ある党活動家と192人の平党員が動員され、このほか中央から68人のコムニス

トが到着し、全県に派遣された。しかしながら、農民のこのキャンペーンへの不信感と強

圧的な食糧活動家の対応のために、地方での組織化は遅々として進まなかった。スパッス

ク郡では3月中に21郷のうちわずか11郷で郷播種委が組織されただけであった。セリコ

ムの選出はさらに遅れた。75

また食糧割当徴発キャンペーンも完全に行き詰まっていた。県に対する食糧割当徴発量

1100万プードのうち2月1日で510万プードが遂行され、その中でも特に匪賊が椙臓す

る3郡､‘タムボフ、キルサノフ、ボリソグレブスクでは課せられた割当徴発量530万プー

ドのうち140万プード（約25％）しか履行されず、事実上同県での食糧キャンペーンは停

止していた。このような県内情勢で播種キャンペーンを実現するために採られた措置が中

央による割当徴発の停止指令であった。

2月5日づけでツリューパは県食糧会議議長と県食糧コミツサール宛てに「本状の受け

取りにより穀物食糧割当徴発の遂行の活動を停止せよ。すべての食糧機関を公布された指

令に従って、種子材の再分配と確保に関する活動に投入する」との電報を送り、これを受

け、タムボフ県党委、県執行委、県食糧コミッサール名で郡執行委、郡委、郡食糧委へ「穀

物割当徴発のこれ以上の遂行を停止し、食糧組織機関を播種キャンペーンのための県内再

分配の目的で利用する旨の食糧人民委員部からの訓令を受け取った。この訓令の執行に直

ちに取りかかることを命ずる。本状の受け取り後直ちに穀物割当徴発のこれ以上の遂行を

停止し、すべての食糧部隊を解除するよう命じ」、これによって農民を播種キャンペーンに

取りかからすようにとの訓電が発令された。76こうして、タムボフ県で割当徴発は名実と

もに完全に停止した。

BUHK議長カリーニンが2月23日づけ党中央委機関紙『貧農』紙で割当徴発を公然

と批判したのが、種子調達キャンペーンの最中であったのは象徴的である。「現在は種子材

の徴収と播種キャンペーンの準備の時期である。今日までソヴェト権力は農村に割当徴発

を実行してきたが、今や農業経営を強化し農村住民を援助する目的を持った方策を農村に

施行している。重い国家的賦課である食糧割当徴発は説得と強制によって行われ、許され

ざる不法な形で強制を適用しているという多くの事実がある（勝手な逮捕、寒い部屋での

拘留、殴打、いかなる根拠もない武器による威嚇、悪罵など）。これらは農民大衆の怒りを

招かざるをえないし、さらに食糧エージェントのあらゆる気ままで不正な行動は農民を憤

激させている」。それに続く2月26日の食糧人民委員部機関紙でツリューパは、すべての

県食糧コミッサールに、「食糧活動の基本的部分である穀物割当徴発の遂行は、ヨーロッパ

＝ロシアで終了した」ことを宣言した。77食糧人民委員部によって割当徴発キャンペーン

から播種キャンペーンへの移行が宣告されたのである。
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食糧を求めて

割当徴発の停止は農民の状態を改善したと理解されている。しかし、実際には割当徴発

の停止は、第一に、食糧割当徴発が種子割当徴発に替わっただけで農民の負担は緩和され

なかっただけでなく、第二に、割当徴発の停止にともない、その反対給付としての食糧を

含めた国家配給は停止され、食糧危機はいっそうの深刻化した。特に食糧配給に依存して

いた労働者の状況は悲惨であった。

彼らの食糧供給は20年末からいっそう悪化していた。21年1月14日にラスカゾヴオ

羅紗工場からモスクワの繊維総管理局が受け取った、工場労働者は20年12月、21年1

月の食糧配給をまったく受け取っていないため彼らの間に動揺が生まれ、緊急措置を執っ

て欲しいとの電報に基づき、食糧人民委員部は工場への食糧確保を命じたが、’月30日づ

けで県食糧委分配部から食糧人民委員部へ、「真っ先に供給しているが、匪賊運動のために

食糧生産物の切実な不足が感じられ、他県から穀物200ヴァゴンの搬入が必要である」と

の返電があった。78

食糧供給が完全に行き詰まり状態の中での突然の2月5日づけ割当徴発停止指令に現地

タムボフは当惑した。訓電を受け取った2月8日に県執行委幹部会は「県の全般的政治情

勢に配慮し、国家割当徴発の徴収停止」を決議した。それと同時に、県食糧コミッサール

はツリューパに対し、割当徴発の遂行を完全に停止するのか、県内の都市プロレタリア住

民、鉄道従業員、軍隊を扶養するための貯蔵は’週間分しかないので、このための割当徴

発を継続するのかを照会する電報を発した。2月14日に開かれた県執行委会議は、「県の

破滅的食糧事情を確認し、県食糧コミッサールに緊急に食糧人民委員部に対しタムボフ県

への食糧援助の問題を提起する」ことを義務づけた。79この間の事情を県委は党中央委に

次のように報告した。「穀物割当徴発の解除はタムボフ県に不意打ちを食らわせた。この解

除の時までに県内の食糧資源は消尽され、自らの資源を当てにするのはできなかった。そ

こで県委と県執行委第10会期で中央に対して［穀物］搬入の必要があると提起した」。802

月，，日に県労働者供給部からレーニン宛に「県内の労働者の供給状態は危機的で、所に

よって気分は悪化し、割当徴発が解除され、穀物の納付はない」と入電されたように、割

当徴発の停止によって現地の食糧事情は完全に行き詰まった。8’

こうして深刻な食糧危機に陥ったタムボフ県は中央に再三食糧援助を要請したが、割当

徴発停止命令の補足電報（日付不明）で国防会議議長レーニンとツリューパは、第一に§

共和国の異常に困難な食糧事情のためにタムボフ県に食糧援助を行う可能性を食糧人民委

員部は持たない、第二に、県内に駐留する赤軍兵士に現地の資源で供給する、第三に、匪

賊討伐軍を利用して戒厳令下で調達を行う、第四に、まず種子に対して県内再分配を行う

よう指示した電報を県執行委議長宛に送った。党中央は、住民への食糧援助を拒否しただ

けでなく、赤軍の供給と穀物の強制播種への転用を県に命じたのである。82飢餓民の実状

はまったく考慮されなかった。この論拠として食糧人民委員代理ブリュハーノフは2月22

日づけで以下の書簡を党中央委に書き送っている。食糧活動の完全な停止によってタムボ

フ県にきわめて悲惨な食糧事情が生み出されたが、同時に非常に低い割当徴発の遂行率は

「まだ著しい量の穀物余剰の現有」を物語っており、シベリアから穀物が入荷しないため

に国内の全般的食糧事情は「信じがたいほど苦しく」、「両首都と中央工業地区を犠牲にし

ての」タムボフ県への食糧供給を無条件に峻拒しなければならない。「タムボフ県は自ら賄
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わなければならない」。現地からの要請は根拠もなく却下された。すでにタムボフ県委は2

月17日までの情勢について、「割当徴発の徴収だけでなく、県内再分配も停止した」、す

なわち、県内の食糧供給は機能していないと党中央委に報告していたにもかかわらず、な

んと酷薄な指令であろうか。さらに付言すれば、タムボフ県委と県執行委による訓令によ

り悲惨な食糧事情が引き起こされたと、ブリュハーノフはこの中であたかもこの責任が県

当局にあるかのように論じているが、すでに触れたように、この訓令とは2月5日づけツ

リユーパ署名になる割当徴発停止命令に準じて郡に出された訓電である。83

要するに、ボリシェヴィキ指導部は「両首都と中央工業地区」以外の国家的食糧供給を

放棄したのである。上述したように、割当徴発には穀物調達とその反対給付としての生産

物供給という双務的構造を持っていたため、穀物調達を停止した以上反対給付を停止する

のは、彼らの論理からは必然であった。こうして割当徴発の停止にともない民衆の生活は

いっそう劣化した。割当徴発を完遂したコルホーズ農民は、穀物がまったくなくなり、種

子材以外何もなくアカザなどの代用食を食べ、種子材が食用に転化されるおそれがあるた

め、県コルホーズ連合は県食糧委分配部に食糧供給を要請したが、それは拒否された。そ

の後も窮状を訴える電報が陸続と中央に届けられた。現地と駐屯軍を賄うために軍事力に

よる調達もできなかった。県食糧コミッサール代理は3月末の食糧人民委員部への電報で、

「調達のため農村に接近するのは不可能。割当徴発を遂行しなかった郡は、匪賊に掠奪さ

れ軍隊を養うことができない。抑圧の方法は不可能で、反抗を招き、軍隊の影響下での調

達の組織化でもわがエージェントは取るに足らない成果しか挙げていない」と訴え、もっ

ぱら中央向けの食糧列車の連結を切り離して労働者と軍隊を賄っている事実を報告した。

こうして割当徴発停止後の労働者の食糧事情の劣化は、この時期の最大の課題である国

民経済の復興を頓挫させるおそれが生じた。4月18日に県労働者生活改善特別委84は「県

の労働者の食糧事情は日ごとに悪化し、現在は突撃労働者でさえ3月中は穀物を受け取ら

なかった。肉、獣脂、砂糖は数ヶ月間交付されず、体力の急激な消耗を引き起こしている。

労働者の食堂は閉鎖寸前で、食糧がないために惨めな生活を送っている。肉は県内に1プ

ードもなく、砺割りもまったくない」として、食糧人民委員部に支援を要請した。4月28

日づけ電報で県食糧コミッサール代理は、「郡執行委幹部会、郡委、郡労組ビューローの合

同会議は、突撃企業の完全な停止のおそれがある労働者への供給における破滅的状況を考

慮し、飢餓のために労働者の50％が罹病し、残りの［労働者の］完全な非生産性を確認し、

労働者が疫病死した馬を持ち去った2件のケースを指摘し」、労働者と職員の供給のため、

缶詰工場から缶詰を交付するよう決議したが、それは「県食糧会議によって破棄されたた

め、穀物を求めての労働者と職員の大量の脱走は、それでなくとも解体されている県をい

っそう解体している。緊急措置が必要である」とのボリソグレブスクからの電報を転送し、

国家的緊急支援を要請した。しかしながら、再三の要請にもかかわらず、実質的援助が皆

無であったことを県食糧参与から食糧人民委員部宛ての電報が物語っている。県食糧委は

4月に49万プードの穀物と礪割りを申請したが､受け取ったのは173ヴアゴン［17万3000

プード］だけで、しかも軍需は14万プード以上であり、県食糧委は労働者への供給を遂

行できない。85

地方への食糧供給を拒否した中央権力が地方に指示したのは、県または郡内での内部再

分配である。これは県内または郡内にある余剰地域から不足地域への食糧資源の移し替え
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による供給を意味するが、21年の飢饅は広範囲に及んだために多くの地方で内部再分配は

機能しなかった。3月15日のタムボフ県テムニコフ郡委・執行委幹部会．食糧コミツサー

ルは内部再分配に関する県執行委と県食糧委の電報を聴き、「電報で想定され議論されてい

る余剰から飢餓住民に多少なりとも計画的に供給するのは完全に不可能である。とい うの

は、郡にはそのような残余はもうないので。郡の住民は大部分が50％以上に団栗を混ぜた

代用食の摂取に移り、いくつかの村落ではそれらもすでになくなり、住民は食用のための

馬の屠畜と澱粉工場などの廃棄物の摂取に移った。飢餓住民は徐々に増加している」との

決議を採択した 。要 する に、 中央 権力にも地方権力にもすでに住民に供給すべき食糧資 源

をその管轄に持たず、個々の住民自身による食糧獲得に依拠するしかなかった。

タムボフ県繊維労働者組合と羅紗工場理事会から、ラスカゾヴオ労働者の破滅的状況が

次のように国防会議に報告された。「[20年］11月になると、パンの交付は完全に停止さ

れ、12月と1月は計画された配給を受け取らなかった。この間われわれの工場では無断欠

勤が大幅に増え、労働者は担ぎ屋行為に専念し、計画的交付で受け取った履物、織物など

を穀物との交換に出すのを余儀なくされた。だが、地区防衛のために司令部側が執った厳

格な措置との関連で、通行証なしでラスカゾヴオから出るのは禁止され、周辺村との交通

は断たれ、この自給の最後の手段も不可能になり、労働者は完全にパンを奪われた」。86こ

のような取引の制限を解除し、厳しい食糧危機の下で住民自身による食糧獲得を目指した

のが、都市住民にも自由交換を即座に容認する3月28日づけ布告であった。

ペルミ県党委議長と県執行委議長は党中央委宛ての3月24日づけ至急電報で、「食糧直

通列車のうち25輌の連結を外すことを余儀なくされ、そうしなければ工場は停止し軍隊

への供給が停止するおそれがあった。［・・・。・・・］県内での種子材の巨大な不足にもかかわ

らず、自由販売、すなわち組織的担ぎ屋行為を認可した」と報告したような救済措置を全

国的規模で合法化したのである。87

食糧資源を持たず国家的配給制度が完全に崩壊している状況の中で、ボリシェヴィキ権

力はコミューン型分配制度を放棄し、個々人が自由取引によって食糧を獲得する手段を選

択する以外、この危機を克服する可能性を持たなかった。このようにしてネップが導入さ

れた。厳しい現実の前に未来の幻想は葬られたのである。

党大会以後の食糧事情

ネップヘの移行後も食糧危機の深化は止まなかった。4月半ばにヴャトカ県執行委議長

はこの危機的現実を党中央委に次のように訴えた。「県の北部で食糧資源は最後に至るまで

消尽し、北部鉄道の地区に置かれた一連の都市で（グラゾフ、ヴャトカ、スロボドスコイ、

コテリニチ、ヤランスク）、3月はじめから市民への（すなわち、軍需企業の労働者を除く

全労働者）パンの交付を完全に停止しなければならなかった（1日半［フント］の基準で

交付されていた）。住民の大多数からの食糧の剥奪は、食糧人民委員部が約束した4月の

10万プードの受取りまでの一時的で短期的措置と見なされた。現在は北部本線に4月に穀

物を供給することが食糧人民委員部によって拒否されたことに関連し、危機が一面を覆っ

ている」。ブリャンスク県では4月には突撃企業の労働者さえもパンを受け取れず、一連

の工場でストが始まった。21年夏の現状についてヴェ・エム・モーロトフは党中央委への

公表不要の秘密回状で、「鉄道従業員への食糧、履物、衣服のきわめて乏しい供給は、生産
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性の急激な低落、所によっては60％に達する出勤拒否、修理工場での作業の低下、疾病の

急激な増加を引き起こしている」との現状を指摘し、救済を求めた。88

厳密に言えば3月28日布告は穀物と穀物飼料、馬鈴薯、干草ごとに割当徴発を遂行し

た県と州を定め、そこでの自由交換と売買を認可したのであったが、当時の切迫した飢餓

状況の下ではこれらの制限は何も意味を持たず、ロシア全土で堰を切ったように食糧を求

める住民の波が穀物生産地帯、おもにウクライナとシベリアに押し寄せた。匪賊によって

オムスク鉄道で鉄道線路の破壊や列車転覆が頻発し、戒厳令の中で匪賊討伐運動が展開さ

れていたチェリャビンスク県にも、シベリアへ向かう担ぎ屋の群れが殺到し、地方権力は

それを規制することができず、「担ぎ屋はすべての列車を奪い、個々の車輌に群れをなして

乗車し」、そのため穀物が汲み出されて播種キャンペーンが頓挫するおそれがあると、人民

委員会議に訴えた。この4月半ば受け取りの電報にも明記されているように、彼らの多く

は地方当局が発行する通行許可証を携行していた。地方当局が現地住民を餓死から救済す

る唯一の方策が、通行許可証の発行であった。ウラル地方にあるエカチェリンブルグ県は

国防会議に5月はじめの電報で、現地の食糧資源はわずかなのに鉄道通行許可証を持つ担

ぎ屋によってそれらの価格は高騰し、地元労働者の商品交換による食糧獲得の障碍を創り

出していると訴えた。食糧人民委員部参与スヴィヂェールスキイは、ヨーロッパ・ロシア

44県での自由交換は布告によって認可されたが、この規程はシベリア、ドン州、北カフカ

ースには及ばないことを確言したが、タムボフ、サラトフ、ヴォロネジ、ツァーリツィン

などから地方執行委やソヴェト発行の公文書を携えて、東南地方（北カフカース）を訪れ、

輸送を解体し、あらゆる食糧活動を損ない、これら「何十万の民衆の殺到の前に」闇食糧

取締部隊は無力であった。ロストフーナードヌには地方播種委の証明書を持って2万人が到

来し、ウクラ ナにも多数の担ぎ屋が押し寄せ、ハリコフでは食糧活動家の多くの犠牲、

アレクサンドロフスクでは60人、ルブヌイ郡で約40人の殺害があったが、商品交換によ

る調達活動はまつたく進捗していなかった。89

地方に対しては両首都と中央工業地区を犠牲にすることはできないとして食糧供給を拒

否した党中央は、そこへの供給問題に直面し、そのため20/21年度の調達を継続する必要

に迫られていた。ジノーヴイエフは3月29日づけペトログラード・ソヴェト幹部会から

食糧人民委員部への電報で、「新たな配給券の縮小がわれわれに通知された。些かの縮小も

現在はきわめて有害になることを貴殿に通告するのはわたしの責務である。全力を挙げて

縮小を回避するよう切にお願いする」と食糧危機の実情を訴えた。この対応策が周辺穀倉

地帯での自由取引禁止の継続であった（3月28日布告で農産物自由取引の地域に含めな

い）。

3月21日の食糧人民委員部参与会会議で北カフカースとシベリアでの調達問題が審議

された際に、北カフカースで割当徴発の継続によって穀物1000万プード、商品交換また

はプレミアによって500万プードの調達を行うこと、シベリアにおいても同様な措置を講

ずることが決定された。ここでの食糧人民委員部の立場は、5月31日づけ党中央委宛ての

ブリュハーノフの書簡に明瞭に現れていた。割当徴発から現物税への交替の布告は次年度

のみの調達制度の変更であること、「新収穫まで資源を汲み出すことができる」「唯一の源

泉と見なされた」北カフカース、シベリア90、ウクライナ、トルケスタンで割当徴発を継

続することをこの中で申し入れた。実際に食糧人民委員部組織調達部の資料によれば、割
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当徴発の終了が宣言された3月1日から7月までの生産諸県、消費諸県、シベリア、北カ

フカース（ウクライナとトルケスタンは含まず）の穀物調達量合計は2483万9000プード

で、そのうちシベリア（910万5000）と北カフカース（994万4000）を併せて72％以上

を占めていた。9’これら地域住民の食糧危機をまったく配慮せず、党中央は両首都と中央

工業地区への食糧の確保を企図したのであった。

商品交換制度の崩壊

この想定が担ぎ屋の非組織的流入によって崩壊しようとしていた。シベリア・ビューロ

ーは4月の食糧活動について、商品交換は「自由市場の開設とロシアからの担ぎ屋の流入

により損なわれ｣、これによって約10万プーFの穀物が調達されただけであると報告した。

実際にシベリアには商品フォンドがまったくなく、そのため割当徴発を50％以下しか遂行

しなかった地区で割当徴発の継続を余儀なくされた。すでに3月9日のドン州執行委会議

で、修理材の不足と飼料のほとんど完全な欠乏のために荷馬車輸送は壊滅したことが確認

され、ブリュハーノフは4月18日づけのウクライナ食糧人民委員部への電報で、「北カフ

カースでの穀物の積載はほとんどゼロにまで低落し、中央の状態は破滅的｣であるとして、

ウクライナでの食糧調達の強化を命じた。だが、ウクライナにも担ぎ屋が大挙して押し寄

せ、また交換用の商品が配送されないこともあり、商品交換制度はまったく機能していな

かった。国防会議議長レーニンは5月27日づけヴェ・チェ・力議長ヂェルジーンスキイ

宛て電報で、中央のための「穀物調達を解体するおそれのあるウクライナでの担ぎ屋行為

との闘争の強化に向けて」いかなる措置が採られているかを照会したが、5月30日づけ返

電で､様々な措置が採られているが｢大量に押し寄せる鉄道その他の労働者組織遠征隊が、

ウクライナでの穀物調達を解体した」事実が確認された。92こうして周辺穀倉地帯に適用

された商品交換制度は、穀物を求めて殺到する担ぎ屋の群れによってほとんど機能不全に

陥った。そのため「両首都と中央工業地区」さえも食糧事情はさらに悪化し、ジノーヴイ

エフは5月6日づけ暗号電報でペトログラードの危機的状況を訴えた。「5月1日までパン

を交付しなかったので、再び一連の工場は息の根を止められた。現在状況は日に日に悪化

している」。93

一連の現物税布告の策定が性急に行われたのとは対照的に、商品交換制度の法制化は著

しく遅れた。協同組合の再編と同制度の実施は分かちがたく結びつき、3月22日のミリユ

ーチン特別委と同月24日の食糧人民委員部参与会会議で、すべての消費組合を消費組合

中央連合（ツェントローソユーズ）の下に統合し、そこでは義務的組合員制を残し、任意

加入制のその他の協同組合をそこから分離するとの、協同組合再編の基本原貝1が確定され、

消費組合にロシア共和国の全住民が統合され、食糧と大衆消費財はもっぱらそれによって

分配されることを規定した協同組合に関する布告草案は4月7日の人民委員会議で承認さ

れ、直ちに公表された。スヴイヂェールスキイは、食糧組織が徴税を担うとともに交換に

よって余剰を汲み出すようになるとの根本的組織的再編が食糧組織で生じているが、国家

は輸入材とクスターIj工業の組織化による交換フオンドとしての物質的基盤を持つことで

私的市場において国家商品交換の優位性は保証されるとの楽観的展望を表明した。94

この基本原則が確定されてから1ケ月半が過ぎた5月24日に採択された交換に関する

人民委員会議政令は、国家管轄にある生産物は商品交換のための商品交換フオンドとなり、
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食糧人民委員部管轄下に入るこのフォンドはもっぱら協同組合組織を通して交換に出され

ることを定めた。956月に開かれた第3回全ロシア食糧会議での議論はほとんどが商品交

換制度に費やされ、国家商品交換の制度的原則が確定された。交換フォンドの不足と商品

交換機関が未組織であるため、この制度が充分に機能しないとの懸念が指摘されたものの、

調達の不足分は労働者と軍隊の国家供給を削減すること、労働者に対しては現物プレミア

による労働者組織の独自の調達により補えること、工業製品に有利な交換率を適用するこ

とでこれらの欠陥を克服できると想定された。7月13日に委託手数料を含む協同組合との

調達引渡協定が結ばれ、「現物税＝商品交換体制」における食糧機関の再編に関するBuH

K政令が出されたのは収穫期を目前にした7月21日であった。96

商品交換制度は、交換フォンドと実施機関によって、国家商品交換、協同組合商品交換、

労働者組織商品交換に分けられる。21/22年度のウクライナとトルケスタンを除く現物税

による穀物調達予定量2億4000万プードに対して、国家商品交換によって穀物1億5000

万、馬鈴薯3750万、搾油用種子1000万プードの調達が想定され、理念的のみならず実質

的にも商品交換制度はこの時期の穀物調達で大きな役割を果たすはずであった。

3月の第10回党大会でレーニンが行った現物税についての報告に基づき､これまで食糧

人民委員部に従属していた協同組合に独立法人格が付与され、ツェントローソユーズを頂

点とする消費組合が商品交換の実施機関となった。5月10日の第3回ツエントローソユー

ズ評議会定例会議で、「食糧人民委員部は税、ツェントローソユーズは商品交換というこの

峻別こそが、この新たな事業の成功を保証する」ことが確認された。従来の調達＝分配機

能を一体化した割当徴発を現物税としての調達機能と商品交換としての分配機能に分離し

た以上、この実施機関の分離も必然的であった。こうして5月17日の人民委員会議で承

認された国家商品交換に関する一般契約が5月26日に食糧人民委員部とツェントローソユ

ーズとの間で締結された。これに基づき、国家管理下にある全商品交換フオンドがツェン

トローソユーズに移管され、食糧人民委員部の全般的計画と指導の下に業務契約に準じて

前者は消費組合、または必要な場合にはほかの協同組合や私人を通して調達をおこない、

調達した農産物を食糧人民委員部調達事務所に納付し、定められた委託手数料を受け取っ

た。これが国家商品交換である。97

社会主義的交換形態への移行措置としても国家調達としても意味を持つのは国家商品交

換であるが、第3回食糧会議で指摘されたように、そのために21/22年度で約3億金ルー

ブリに相当する交換フオンドが必要であり、工業価格と農産物価格は戦前価格の3：1に

定められた交換比率によって必要な商品は1億6000万ルーブリに圧縮された。それでも

当時の破滅的工業状態はこの需要の半分も充たすことはできないと想定され、そのために

縮小される食糧配給を補うための組織的調達手段が協同組合商品交換と労働者組織商品交

換であった。98これらの設定自体が、「現物税＝商品交換体制」に背馳する措置であった。

協同組合商品交換とは協同組合間での商品交換を指す。食糧人民委員部参与エヌ・エリ・

メシチェリヤコーフは4月に商品交換における協同組合の役割を次のように言及した。協

同組合は農産物余剰を二つの方法によって受け取ることができる。国家が提供する消費財

と交換に協同組合が獲得するすべての農産物余剰は国家に属する。しかし、ある村で組合

員が協同組合に穀物を引き渡し、穀物を必要としている別の村の協同組合に引き渡された

タールやシャベルを受け取りたいと思う場合には、協同組合商品交換を組織することがで
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きる。このような形で、協同組合間で消費者＝組合員への供給のために行われるのが協同

組合商品交換である。飢えた住民＝組合員に穀物を供給する措置としてこの制度が設定さ

れ、交換に関する布告の発布直後に各地で認められた担ぎ屋を組織化する目的があったの

は明白である。このような商品交換は地方の実情に応じて様々な形態で実施された。エカ

チェリンブルグ県では早くも4月から協同組合商品交換が始まった。工場は協同組合を通

して農村向け必需品を発送し、「ヤテス」工場は土曜労働で製造した斧、桶、シャベルのよ

うな農民日用品を引き渡した。99この制度においては地方的需要に合致する小クスターリ

エ業の役割は相対的に大きく、5月24日づけ交換に関する政令では、小クスターリエ業製

品の自由取引の認可が特記され、食糧人民委員部が想定していた交換フォンドの物質的基

盤の一つがこうして失われた。】00

協同組合商品交換がおもに農村住民の需要を充たすとして設定されたとすれば、工業労

働者向けの供給制度が労働者組織商品交換であった。17年の革命直後に見られたような個

人的商品交換（担ぎ屋行為）のための交換財として利用するために工場在庫や製品などの

窃盗と、食糧を求めての無断欠勤が頻発し、それは工場の生産性にきわめて有害に反映さ

れ、このような行動を制御するための措置が労働者組織商品交換の組織化であり、そこで

交換財として案出されたのが工場労働者への現物プレミア制であった。この問題はカーメ

ネフ委員会で議論され、4月6日の中央委政治局会議にミリューチンによって報告され、

これに関する布告が翌7日の人民委員会議で承認された。同布告によれば、主要企業の労

働者と職員は、工場生産物の一部を現物プレミア・フォンドとして控除し、この特別フォ

ンドは労働者協同組合（ラブコーブ）に移管され、これを農産物との交換フォンドとして

利用することが認められた。】0’

労働者協同組合に関する法的整備を待たずに、4月半ば以降に食糧調達活動のための通

行許可証がツェントローソユーズ調達管理部によって労働者グループと協同組合に次々と

交付され始め、5月18日までに209組織がそれらを受け取り、いち早く非国家的商品交

換が始まった。飢餓はその遅延を許さなかった。’02

国家商品交換はその固有の欠陥（交換フォンドの不足、市場と乖離した交換率、硬直し

た交換システムなど）を持っていたために、それはほとんど機能しないままに終わった。

しかし、このもっとも大きな理由は私的市場との競合に敗れたことにあった。スヴイヂェ

ールスキイの楽観的展望にもかかわらず、国家商品交換は市場を支配することができなか

った。担ぎ屋が合法化され、農村に押し寄せたことはすでに述べたが、より恐ろしいのは

労働者組織の買付であった。】03凶作の影響を受けず交換率が隣接諸県より労働者に有利

に設定されたゴメリ県は穀物買付の主要な舞台となり、6月1日に3億ルーブリ以上の資

金と商品を持つ11組織が訪れて以来、その数は増え続け、穀物余剰のほとんどがこれら

組織によって汲み出され、県内穀物は瞬くうちに消尽し6月中にここでの商品交換は停止

した。それでも労働者組織による調達は止むことなく、比較的豊作であった同県も8月に

は穀物余剰がない県に認定されるようになった。非国家的商品交換が国家商品交換を解体

させていた。このような風景は各地で認められた。’04

現物税の導入とともに始まった自由市場の復活は、一時的に農産物価格の低下を招いた

が、その後は組織的、非組織的担ぎ屋の展開によって価格は再び上昇に転じた。こうして

夏までに交換率はほとんど市況を反映しなくなり、国家商品交換はその開始を待たずにこ
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の制度の行き詰まりは明らかとなっていた。この制度の解体は、「現物税＝商品交換体制」

の終焉を告げ、「現物税＝市場体制」といったネップが始まることを意味したが、それは同

時にこれまで想定されていた「社会主義的交換形態」への移行措置としての政策が完全に

消滅した瞬間でもあった。

む すびに替えて

農民の本当の悲劇は序曲が始まったにすぎない。割当徴発は法的にも実質的にもロシア

共和国のほとんどの地方で2月半ばまでに停止した。だがそれは穀物割当徴発の停止を意

味するだけで、それが種子割当徴発に転換されたにすぎず、農民の窮乏化はさらに深まっ

た。また凶作地方では罹災者への食糧フォンドを現地で形成するための内部再分配はほと

んど実施できなかった。この窮状は前年まで割当徴発を誠実に履行した地方ほど深刻であ

ったが、権力は容赦しなかった。「穀物割当徴発を完全に遂行した郡の食糧事情は春の訪れ

とともに一連の村落や郷でも破滅的になり、春蒔き穀物の播種にともない食糧用の穀物は

まったく残されていない。同じく種子材の著しい不足も明らかとなり、毎日郷から郡執行

委に種子と食糧物資の要請を持った農民代理人が来ている。郡の需要のために国家集荷所

の管轄にあるすべての食糧・種子材を残すようにとの郡執行委と郡執行委の請願にもかか

わらず、すべて搬出された」と、4月にヴャトカ県ウルジューム郡執行委はその惨状を訴

えた。県執行委は搬出命令を執行したが、中央から食糧援助をことごとく拒否されたその

悲惨な結果を次のように指摘する。「県の食糧事情は恐ろしいことを強調する。県内には農

民に食べるものがまったくない一連の地区がある。［・・・…･］郡から頻繁に何百もの経営

の完全な崩壊、家畜の絶滅、農具や建物さえもの投げ売り、よその土地への県からの脱出

などについての情報が入っている。いくつかの地域では自分の馬を執行委に連れて行き、

柱に括りつけ、置き去りにしている」。’05これが地方に対する中央権力の対応であった。

飢えに喘ぐ農民は新収穫を待望したが、早めの春とともに訪れた厳しい旱越は彼らの一

綾の望みを完全に粉砕した。しかし、農民の悲劇はそれだけに留まらなかった。周辺穀倉

地帯での新収穫までの調達が進捗せず、国家商品交換制度が制度的に崩壊しつつある状況

で、ボリシェヴィキ権力が唯一当てにできる調達方法は現物税徴収であった。したがって、

きわめて困窮した農民からの徴税は苛酷であり、頻繁に抑圧的措置が適用された。タムボ

フ県執行委議長は徴税キャンペーンを22年1月の報告書で次のように総括した。「活動の

軍事体制は完全な規模で県執行委と県委の支援の下に県食糧委によって維持された。

［・……］県で18箇所に革命裁判所巡回法廷が設置され、それらに徴税の進捗に対する

責任が課せられ、そこでは自己の活動に対する報告が義務づけられた。「食糧二週間」の実

施で郡に439人が動員され、そのうち165人は郡執行委の責任ある全権であった。県執行

委によりすべての郡に全権が送り出された。［・……］活動のあらゆる過失に対して厳罰

が適用されている」。シヤツク郡では8月26日の郡執行委幹部会会議で、9月1日までに

春蒔き用種子貸付の50％を返済させるためにもっとも断固とした措置を執るようにとの

県食糧コミッサールの電報を聴き、この電報に準じてしかるべき命令書を作成することが

決議され、同様に「ライ麦食糧税の引渡しに与えられた期限8月25日はすべての郡にと

って義務的である。この期限までの不履行に対し、暗号電報にしたがって8月25日まで

に指定されたライ麦を引き渡すことができない郷から、収用をともなう抑圧的措置を執る
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ことが必要である」旨の県からの命令を実行することが決議された。徴税の際のこのよう

な農民への対応に戦時共産主義との断絶を認めるのはきわめて難しいことを改めて指摘し

なければならない。上記したような厳しい県内の経済事情を勘案すれば、このような抑圧

的措置の適用はこれまで以上の犠牲を農民に強いることになった。同郡サモドロフカ村で、

赤軍兵士によって抑圧的措置を行使して食糧備蓄が調達された際に、食糧部隊指導官が決

起した農民によって捕らえられた。しかしながら、9月後半のシヤツク郡の気分について、

「凶作と食糧税の遂行に関連し、自分の勤労的物質的改善の望みを失い、ソヴェト権力と

共産党に不満を訴え続けている」と報告されたように、苛酷な徴収でありながら、これに

対する農民の直接行動は少なく、極度に疲弊した農民にはほとんど物理的に抵抗する力は

残されていなかった。軍事的措置を適用しても農民には供出すべき穀物余剰はすでになく、

そのため非常に低い遂行率に対して地方活動家への厳罰が頻出したことが特徴的である。

11月20日のシヤツク郡執行委幹部会会議は、「食糧税の遂行に対して地方権力は怠慢な対

応をし、それによって食糧税の遂行期間中の軍事的任務の遂行が妨げられ、今日までいか

なる行政的懲罰の抑圧的措置を示さなかった郡執行委全権」を篭責し、同じく郷ソヴェト

議長と村ソヴエト議長を7日間拘留することを決議した。106

中央権力は地方の厳しい食糧危機の実状を無視しただけでなく、この状況は中央権力が

その権力基盤を強化するための好機として利用されたのであった。それはこの時期地方の

党組織に吹き荒れた党員粛正であり、その後22年春に訪れる飢餓民のための教会資産没

収を名目とする宗教弾圧であり、ロシア史上未曾有の大飢饅が全土を覆っている中で、新

たな体制が構築されようとしていた。
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1321年末に開催された第11回党協議会の報告でカーメネフは、モスクワ金属工は農村
ともっとも深い関係を持ち、同協議会で農民の気分が支配的であることがはっきりと露呈
され、農民の言葉で農業の荒廃、耐え難い窮状、農村の崩壊について語られた。「零落した

農村の気分がプロレタリアートの政治的、階級的意識に勝った」とこの協議会を位置づけ

た(BcepoccHEclcaHIcoHmepeHIIHHPRn(6).6mJI.NQ1.1921.C､9.)。
'4r℃HJr"Haa.B.ylca3.con.C.69･70;"eH"HB.zⅡoJIH｡co6p.con.T.42.C.308.

'5PrACHH@.17,On.84,n.272,JI.100.

'6TaMHGe.On.65,n.664,JI｡261･269;rAP｡･130,On.5,n.644,JI.4;PrA9｡.1943,
On.2,n.1300,JI.25.

17BocEMoEBcepoccmicIcHncLe31coBeToB:cTeHorp.oTIIeT.M.,1921．C.146.
18."eH"HB.znoJIH.co6p.con.T.42.C.30.
］9この間題については拙著『飢餓の革命』、名古屋大学出版会、1997年を参照のこと。

20．"eH"HB.〃ⅡoJIH.co6p.con.T､38.C.123;ArpapHaHnoJIHTHIcaCoBeTcIcoiiBJIacTH
(1917-1918rr｡):JoIcyMeHTEIHMaTepImaJILI.M.,1954.C.418･422.
21BocEMohcLe31PRn(6):npoTolcoJILI.M｡,1959.C.230.239,244,429-432.
220THeTHapon;HoroHoMHccapHaTa3eMJIeZeJIHHIXBcepoccmicIcoMycLe3pycoBeToB
3al921roZ.M.,1922.C.56;BocEMoncLeaZPRn(6).C.242.
23この論争について、後者は強制播種のような農業生産への国家規制を目指し、前者は
このような介入を否定するのが争点であったと通常は解釈されている(cM;r℃HI画訂Haa.B.

ylca3coKI.C.47-48)。

24PrA9｡.478,On｡6,n.2010,JI.62-63;H召飽HOBB｡B.HPeCTDHHcIcOexO3HiicTBOB

ycJIoBHHx<<BoeHHoroIcoMMyHH3Ma>>.M.,1988.C､112.
25PrACⅡⅢ.Q94,On.2,".16,JI.172;JIeHIIHB.H.HoJIH・c6op.con.T､42.C.180-181.
26この問題に関しては拙著『ボリシェヴィキ権力とロシア農民』、ミネルヴア書房、1998
年を参照のこと。

27BmJI.BBICI皿eroCoBeTaHapoJIHoroXo3HncTBa.1918.NPl.C.30;nHTDIiiBcepoccHhcIcmi
cEe31CoBeToB:cTeHorp.oTtIeT.M｡,1918°C.142;"""TpeHrroB.ZZCoBeTcIcaH
31cOHOMHIIeCICaHnOJIHTHIcaBnePBBIerO瓜EInPOJIeTaPCIcO歯瓜HIcTapypDI.M.,1986.C.116.
28ドミトレーンコは、20年2月にツュルーパが、割当徴発は戦争と崩壊で余儀なくされ
た一時的措置であり、経済が復興するにつれ、国家はそれを徐々に縮小し、収用の必要最
小限な規模にまで限定することができ、農民経営の余剰は商品交換に基づき国家に出され
なければならないと言及したことを援用して、戦時共産主義期のシステムを、「割当徴発
（税）＋商品交換十専売」と規定するのはこの意味である(TaM狂ce.C.197,202.)。
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29BeZHoTa｡1919.28HoH6.;17Zelc.;1920.25HIoJIH;17ceHT・HT.g.この問題の詳細は拙

著『ボリシェヴィキ権力とロシア農民』を参照のこと。

30BIoJI.HaplcoMnpoZa.1919.29olcT.;BeZHoTa.1920.10HaH6．；.〃GH""B・〃ⅡoJIH.co6p.

coH.T.39.C､316;T.41.C.363-364;npaBZa.1920.27HoH6.

3'C没妙oHoB4A.BeJIHIcaHIcpecTBHHcIcaHBoiiHal920･1921rr｡HIo狂cHEIHypaJI.

OpeH6ypr,1999.C.37;"e""HB.zもⅡoJIH.co6p.co可.T､43.C.149;CB互耳epcHHなA｡H3

HcTopHHnpoHoBoJIEcTBeHHoroZeJIa.~BKH.:'IeTpBIeroZanpoHoBoJIEcTBeHHoiipa60TDI:

CTaTBHIIoTTIeTHEIeMaTepHaJIBI.M.,1922｡C.19.
32rAP｡｡130,On｡4,n.546,JI.158;BIoJI.HaplcoMnpoZa.1920.25Zelc.

33neBHTBIiiBcepoccmicIcHiicおe31COBeTOB:CTeHOrP.OT可eT.M・,1922.C.60.

34"e"""B.〃ⅡoJIH.co6p.coH.T.38.C､352-353;T｡42.C.51.
35ドミトレーンコは触れていないが、これは戦時共産主義システムの理念型「割当徴発

（税）＋商品交換十専売」の実現を目指した措置と解釈できる。

36．"巴HEHB.座ⅡoJIH.co6p.cow.T.38.C.353;T.51.C.351;rAP｡｡130,On.4,n.208,

JI.506;PrACⅡⅢ｡.17,On.2,Ⅱ.61,Ⅱ､1｡3月16日にレーニンは、「(現物税の導入と銀ヴア
リュータの準備のために）［貨幣税廃止に関する草案を］破棄するよう」中央委政治局に書

き送った（."巴"""B.〃ⅡoJIH.co6p・cow.T.54.C.439.)。
37H3B.TaM6oB.ry6.HcnoJIIcoMa.1920｡21HoH6.事実上割当徴発が終了した21年2月で穀
物割当徴発の遂行は全体として60％を超えず、特に穀物調達の主力であったシベリアと北

カフカースは40％程度の遂行率であった(npOZ.ra3eTa､1921.17MapTa.)。また、播種面
積について、農業人民委員部の報告書は、ヨーロッパ＝ロシア全体で20年には16年に比

べ67％に減少し、一連のもっとも貴重な作物が、まさにそれら主産地でもっとも大きく縮

小した事実を指摘し、その原因として、肥料の低下をもたらす家畜の減少、鉱物肥料の不

足､農具の不足と摩耗を挙げた(OTweTHapoZHoroKoMHccapHaTa3eMJIeZeJIHH.C.9,16.)。
20年にもいくつかの地方から旱紘の被害が報告され、そのため割当徴発の縮小の請願が多

くの地方から送られていたが、ようやく9月21日の人民委員会議で、リヤザニ、カルー

ガ、トウーラ、ブリャンスク、オリョールの5県が凶作県に認定され、食糧人民委員部に

罹災地区の調査が命じられた結果、11月2日の人民委員会議は、もっとも凶作県にツァー

リツイン県を追加した(rAP｡①､130,On.4,瓜.207,JI.113,116,161.)。だが、実際には認定
県以外からも罹災の報告は多数寄せられたが、凶作認定県に対してすら割当徴発の免除や

軽減はまったく認められなかった（詳細は拙著『幻想の革命』、京都大学学術出版会、2004

年を参照のこと）。

38BeZHoTa.1920.25Zelc寒気の訪れとともにすでに各地から燃料の不足が報じられ、20

年11月にドンバス炭田を訪れたトロツキーはその悲惨な状況をモスクワに報告したよう

に、21年危機の根幹をなす燃料不足はすでに現れ始めていた。

39BocEMoiiBcepoccmiclcmicおe3HCOBeTOB.C.41-49;.〃GH""B､〃ⅡoJIH.co6p.cow.T.42.

C.387;"aB.""veHIroBCA.KpecTEHHcIcllhBpecT,HJIHnpe瓜EIcTopIIH60JIEIneBIIcTcIcoro
H9na.M.,1996.C､240｡

40KoMMyHa(KaJIyra.).1920.13olcT.;TBepEclcaHnpaBZa.1921｡22,28HHB.カルーガ県食
糧委は21年1月までに割当徴発を完納した農村住民にのみ石油2フントを交付すること

を定めたが(IfoMMyHa(KaJIyra.).1920.4HoH6.)、凶作と認定された同県の事情を勘案す
れば、多くの農民は石油なしの厳冬を余儀なくされた。

4'neBHT耳曲BcepoccmicIcHiicEe31coBeToB.C､65;PrA9.①､3429,On.1,n.232,JI.137;The
TrotskyPapers｡vol.ii,p.48,360;PrACⅡⅢ｡｡17,On.112,n.110,JI｡67;rAP｡｡130,
On.5,n.723,JI.209,272.

42npoZ｡ra3eTa.1921.13HHB.;BeZHoTa.1921.13"eB.
43BeZHoTa.1921.17,22"eB;PrA9.｡3429,On.1,n.964,JI.18,25,40.

441tpoHmTaZT1921.noIcyMeHTBIoco6EITIIHxBKpoHmTaZTeBecHoiil921r.M.,1997.
C.7-8;PrACⅡⅢ.｡17,On.84,瓜.198,JI.1｡内戦期は赤軍の輝かしい戦歴が賞賛されていた
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が、その留守家族の経営は労働力を失った分だけ悲惨であり、20年6月のオロネツ県ヴイ

テグラ郡執行委は、赤軍兵士家族のほとんどすべては零落し、割当徴発の支払免除の布告

が完全に失念されているため、赤軍兵士とその家族の間には権力への憎悪が芽生えている

ことを機密電報で中央に訴えた(TaM狂ce.On.65,X.434,JI.37.)。このような悲惨な現状は
家族から兵士に書簡などで伝えられ、兵士の不満を形成する一因となった。

45rAPm①､393,On.28,ZI.268,JI.193.

46H3B.TaM60B.ry6.IIcnoJIIcoMa.1921.5MapTa;PrACnm①.17,On.13,a.1185,
JI.5006.;On.84,X.230,JI.8;On.65,JI.610,JI.17.
471月31日に不当な割当徴発を遂行しようとする食糧部隊と農民との衝突を原因として

チュメニ県イシム郡で勃発したこの時期最大の農民蜂起については、Mbc"BErHB.B.

BoccTaHIIeRpecTEHHB3anaZHoitCII6IIpHB1921roay//Bonp.IIcT.1998.M6.を参照。
48PrACⅡⅢ.017,O皿.2,JI.55,Ⅱ､4;rAPOQ130,On.5,ZI.712,JI.7-10.

49PrACnH.017,On.3,JI.128,JI.1;皿.120,JI.6.2月16日に特別委議長アントーノフーオ
フセーエンコは現地に到着し、タムボフ県執行委議長などから構成される、「匪賊運動の根

絶に関する全権特別委」を承認するよう党中央委に要請し、3月3日の党中央委組織局会

議は、全権特別委を承認するとともに、革命軍事評議会を設置することを認め、タムボフ
県に活動家を派遣するようヴエ・チエ・力に提案することを決定した(II3B.TaM60B・ry6.

IIcHoJIIcoMa.1921.26"B.;PrACnm①.17,On.112,n.132,Ⅱ"118,4.)。
50PrAe.0478,On.2,n.473,JI.131-13106.食糧人民委員部は食糧割当徴発を75%遂行し
た地方に対し、播種キャンペーンの開始を指示した。

51サマラ県執行委とBnHK幹部会とのこの問題に関する生々しいやり取りについては、

拙著『幻想の革命』87-88ページを参照。

52PrAg.nl943,On.1,Z.829,JI.52.

53II3B.OpJIoB.ry6.IIrop.IIcnoJIIcoMa.1921.4,16MapTa;HoMMyHa(CaMapa.).1921.27
中eB.;PrAe.0478,On.3,n.1297,JI.43-4306.;｡1943,On.1,X.1017,JI.113.
54npo"ra3eTa.1921.14HHB.;BeZHoTa.1921.22中eB.;3MapTa;5anp.;OTrIeT
HapoZHoroKoMMHcapHaTaSeMJIeZeJIIIH.C､34;PrAe.01943,On.7,Z.916,JI.4･406.
55PrACⅡⅢ.094,On.2,H.16,JI.380,381,385;①､17,On.2,".49,JI.1,6;〃台"亙亙B.":
HOJIH・co6p.corI.T.42.C.199.

56草案の審議過程については、ⅡeHIIHcIcmic60pHIIIc.T.xx.C.57-62;ZeIcpeTBBICoBeTcIcoZ

BJIacTII.T.xiii.C.204-205;荒田洋「食糧税への移行」（門脇彰．荒田洋編『過渡期経済の研

究』日本評論社、1975年)、参照。

57例えば、nOJIHICOBとreHIclIHaの前掲書では、彼の発言にはまったく触れていない。

58."e"""B.〃ⅡoJIH.co6p.corI.T.52.C､91-92;ZecHTLIicme3HPRH(6):cTeHorP.OTTIeT.
M.,1963．C､89,113,404-409,421.

59この問題の詳細は、拙著『幻想の革命』を参照。

60食糧人民委員部がこの立場を採っていたことは後述の5月31日づけ党中央委宛てのブ
リュハーノフの書簡で見ることができる。

61The乃OrskyPaPers.vol."p.388-90,394.
62ZecHTEIiicLe3HPHn(6).C.113,33-34,78,413;.meHzzHB.〃HoJIH.co6p.cotI.T.43.
C.371-373,218.

63rAPOO130,On.5,n.1,几92.
64この措置は、割当徴発が本来持っていた二重の機能、農産物の強制調達とそれに対す
る反対給付を税と商品交換に分離したものであり、基本的理念は割当徴発がそうであった
ように、社会主義的交換への移行措置と位置づけられる。

65TaM狂ce.C.250-253;・"e"""B.〃ⅡoJIH.co6p.co唖．T643.C､149,243;rAPの.①.393,On.
28，皿.266,Ⅱ､13.付言すれば、ここで目指されていた将来構想は、Fミトレーンコが戦時
共産主義の理念型と規定する「割当徴発（税）＋商品交換十専売」である。現物税体制の
変遷については拙稿参照。
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66PrACⅡⅢ.｡17,0n．3,n.139,Ⅱ､2-4;nelcpeTBICoBeTcltoitBJIacTH.T.xiii.C.250･253.
67中央委の指示に沿って、決議では税規模は「村団（共同体）ごとに算定される」との

以前の割当徴発と同じ連帯保証制が残されていたが、政令では個々の経営に負わされると

され、取引について決議では「交換は地方的経済取引の範囲で認められる」とされていた

のが、政令では「交換は協同組合組織を通じて、ならびに市場とバザールで」との文言が

新たに加えられた(necHTBIitcLe3niPKH(6).C.407,nelcpeTBICoBeTcIcoiiBJIacTII.T.xiii.C.
245-247.)。

681･ⅣbecllcllllB皿KK8･roco3BIBa.CTeHor.oTmeT.M.,1921.C.85;nelcpeTBICoBeTcItoii

BJIacTII.T.xiii.C.251;rAP｡｡130,0n｡5,n.644,JI.9,11,1206.-15.

69PrACⅡⅢm.17,0n.3,n.141,Ⅱ､1;nPOTOlCOJIH瓜eCHTOiiBCePOCCHECIcOitlcOH"ePeHnHII

PKH(6).C.17;PrACⅡⅢ｡.17,0n.163,n.125,JI｡9;nelcpeTDICoBeTcIco"BJIacTII.T.xiii.
C.283･284;PrACⅡⅢm.17,0n.163,n.125,JI.9.3月28日布告で現物税に関する原則的法
体系は完成し、ミリューチンは第10回党協議会議事録で、「調達制度の基本に専売制の廃

止がある」と明瞭に指摘しているが(HPOTOIcOJIDIZeCHTOikBCePOCCmhCIcOitlcOH"ePeHnml
PKH(6).C.17.)この間発布されたいかなる規程の中でも、食糧専売制の廃止に関する言及

はまったくなかったことが特徴的である。

70BcepoccmiclcaHIcoH"epeHnHHPKH(6).6mJIbNQ1.C.8｡9;PrACⅡⅢm.17,0n.3,n.141,
JI.1;npoToIcoJIBIZecHToitBcepoccmicItofilcoH"epeHHIIIIPRH(6).C.17.
71PrA9.m478,0n.2,Ⅱ､237,JI.13-14;･1943,0n.4,n.299,JI.3;n.201,JI.193;On.1,

n.681,JI.101-102;BeZHoTa.1920.14ceHT.;BmJI・HaplcoMnpoXa.1920.13aBr.

72npaBXa.1920.26Zelc.21年になると食糧人民委員部機関紙は、割当徴発を完遂すれば
タムボフ県では穀物と馬鈴薯を合わせて1．2プードしか残らないことを公式に認めた

(Hpo瓜.ra3eTa.1921.22"eB.)。
73PrACⅡⅢm.17,0n.65,n.453,JI.86･87;rAPm｡130,0n.4,n.37αⅡ.96;n.608,JI.1.

74TheZl.otskyPapeI．s:Z920-Z922.vol.".p､492.
75PrA9..478,0n.2,n.473,JI.165-16506.

76TaMmem.1943,0n.1,n.829,JI.39,45,46.

77BeZHoTa､1921.23"eB.;npoZ.ra3eTa.1921.26"eB.

78PrA9m.1943,0n.7,n.2334,JI.16,17,30.このほかリペツク採石労働者についても同
様な電報のやり取りがある(TaMDRe｡JI｡41,42.)。

79PrA9.①､1943,0n.2,n.1300,JI.20,22.

80PrACⅡⅢ.Q17,0n.13,Ⅱ､1007,JI.8.

81PrA9m.1943,0n.7,n.2334,JI｡129.
82PrA9にはタムボフ県宛の割当徴発停止指令への補足説明電報として、若干の異同が

ある2種が残されている。①.1943,0n.2,Ⅱ､1300,JI.21.と①｡1943,0n.1,Ⅱ､829,JI.48.である。
83TaMHfe.JI.48,39;PrACⅡⅢm.17,0n.13,n.1007,JI.15.匪賊討伐軍司令官パーヴロフ
も同様に、県内に著しい量の穀物と飼料があるにもかかわらず、労働者は2ケ月間配給を

受け取らないために強い不満があると現地の状況を伝えた(PrA9oの.1943,0n.7,Ⅱ､2334,
Ⅱ､68.)。

84第10回党大会の決議に準じて、労働条件を改善するために設置されたこの委員会も、

実際には様々な理由による生活条件の悪化のために、9月にはオリョール県から「新しい

賃率による給料の不払いと食糧不足のため、労働者の気分は悪い。労働者の生活改善特別

委は活動をしていない」と報告されたようにほとんど活動不能の状態にあった（ⅡACB.

の.1,0n.5,Ⅱ､175,Ⅱ､374.)｡

85PrA9.｡1943,0n.7,n.2334,JI.129,146,177,240,226,318｡

86rAPQ①､393,0n.28,n.267,JI.27;PrA9m.1943,0n.7,Ⅱ､2334,JI.37.

87PrACⅡⅢ.Q17,0n.65,n.597,Ⅱ､172.

88TaMHfe.n.568,JI.207;u.663,JI.190;Ⅱ､538,Ⅱ､612.

89rAPの.①.130,0n.5,n.796,JI.1-2,12,15,17,34;npoX.ra3eTa.1921.30MapTa.
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903月28日布告によれば、シベリアではチュメニ県のみで穀物の自由取引が認可された。

91PI､ACⅡⅢm｡17,On.65,".598,Ⅱ､308;npon.ra3eTa.1921,23MapTa;PI,A9.Q1943,
On.1,皿.829,JI.116;On.6,".477,JI.121.

92PI､ACⅡⅢ.①､17,On.13,".911,JI.23;rAP①．①｡130,On.5,".723,JI.169;｡393,On.28,

".324,JI.7;130,On.5,".796,JI.17,20,23;PI,A9･.1943,On.1,n.964,Ⅱ､88.
93PrACⅡⅢ.①.17,On.65,".598,JI.439.

94npoZ.ra3eTa.1921．24,25MapTa;H3BecTHJIBnHIt.29MapTa;rAP｡･130,On.5,
".14,JI｡1;npoZ.ra3eTa.1921.1anpeJIH.
95nelfpeTDICoBeTcIcoiiBJIacTH.T.xv.C.170-171.本政令は国家商品交換フオンドと自由
取引フオンドを分別することにあった。そこでは小・クスターリエ業製品の自由取引が認

められ、各種協同組合も個々人と同様に自由取引を行うことができた。換言すれば、それ

以外を国家商品交換フォンドと定めた。

963-BcepoccmicIcoenpoZoBoJIDcTBeHHoecoBemeHHe:penH,ZoIcJIa互乃I,Te3HCDI7
pe3oJImllHH.ToMclc,1921.C.103-104;npon.ra3eTa.1921.22HmHJI;13aBr｡;Com3
HoTJIe6HTeJIeii.1921.NPl4-15,C､52.

97npoToIcoJIEIZecHToiiBcepoccHiicIcoiiIcoHmepeHImIIPRH(6).C.31;Com3
noTJIe61ITeJIeh.1921.ND8-9,C.35-36.

9891coH.3KH3HD.1921.13MaH;3-BcepoccmicIcoenpoZoBoJIDcTBeHHoecoBemeHIIe.
C｡43-45.

99Com3noTJIe6HTeJIeな.1921.Np7,C｡3;BeZHoTa.1921.27anpeJIH.
'00nelfpeTDICoBeTcIcoiiBJIacTH.T.xv.C.170.この政令は現物税遂行後の規程であった

ため、クスターリ製品の交換はこの時期は行われなかったと思われるのが、7月9日づけ

のペンザ県クスターリエ業部から食糧人民委員部への訴えである。県内ではクスターリエ

業は地元住民の需要で大きな意義を持ち、農業に従事できない住民の生活手段を保証して

きたが、彼らはほとんど穀物を持たずにいる。そのため彼らは経済的崩壊と近年の凶作の

ために何百ヴェルスタも県外に製品を搬送して、穀物と交換し、このためクスターリの生

産は完全に低落しているとして、工業部は県外でのクスターリ製品と穀物との商品交換を

要求した(PI,A9･.1943,On.6,n.478,JI.71.)。

'0'TaMHCe.On.1,n.829,JI.72-74;PrA9m.1943,On.1,瓜.829,Ⅱ､67;rAPQ.130,On.5,
".14,JI.14;nelcpeTLICoBeTcIcoiiBJIacTH.T.xiv.C.49-51.
10291COH.狂cH3HB.1921.2HmHH.

1035．6月中に約175億ルーブリの紙幣と大量の商品を持つ32グループが商品交換のた

めに派遣された(9KOH.狂CH3HB.1921.19HmJIJI.)。

10491COH.狂cH3HB.1921.5HmJIH;17aBr.;ComanoTJIe61ITeJIeii.1921.皿14-15,C.33;

Npl6-17,C､12;BeZHoTa.1921.13aBr.

105PI,ACⅡⅢm.17,On.65,n｡538,JI.612．ここで触れることのできない21年飢饒の原因
と実状に関しては、拙著『幻想の革命』を参照。

106PrA9.①､1943,On｡6,"643,JI.8306.･84;rAP①､①.393,On｡28,n.269,JI.64,77;

PrACⅡⅢm.17,On.13,".1007,JI.135;CoBeTclcaJIZepeBHHrJIa3aMHBIIIGOrnyHKB";
"oIcyMeHTDIHMaTepHaJIEI.T.1,M.,1998.C.72.
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